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ま え が き

「こどもが好きだから」という理由で、保育者を選んだ方も多いのではないでしょう

か。毎日こどもたちに関わりながら、共に笑ったり泣いたり、時には心を洗われたりと、

保育者という仕事は、なんと魅力的なことでしょう。

そして、幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることか

ら、保育者は、未来を担うこどもたちを支える高度専門職であるとも言えます。

初任の先生方は、これから始まる園内外の初任者研修を通して、乳幼児教育を学んで

いくことになります。実際に園で起こることは、これまで学んできたことよりももっと

複雑で、学んだようにはいかないことも珍しくはありません。こどもとどう向き合えば

よいのか、こどもは何を伝えたいのか、どんな気持ちだったのか、悩み考えても答えが

出ない時もあるかと思います。

そんなときによく思い出すのが、「日本の幼児教育の父」とも言われる倉橋惣三の言

葉です。倉橋惣三は、保育者だけでなく、子育てをする保護者の心にも響く言葉をたく

さん残しています。

子どもは心もちに生きている。

その心もちを汲んでくれる人、その心もちに触れてくれる人だけが、

子どもにとって、有り難い人、うれしい人である。

（中略）

その子の今の心もちにのみ、今のその子がある。 倉橋惣三『育ての心』より

初めて教職に就いた頃、私はこの言葉の意味がよく理解できませんでした。しかし、

日々、目の前のこどもに誠実に向き合い、様々な研修を重ねていく中で、この言葉の

意味を実感できるようになりました。

倉橋惣三は、育ての心は相手を育てるばかりではなく、それによって自分も育てら

れてゆくのであるとも記しています。今振り返ると、「その子の今の心もち」を理解し

ようとこどもの話をよく聴き、自ら育とうとしているこどもに寄り添って、周りの環

境を整えたり、必要な援助をしたりしてきた中で、何かをつかめたような気がします。

皆さんも 1年間の初任者研修を終える頃、もう一度この言葉を読んでみてください。

きっと今とは違った受け止め方ができ、成長した自分に気付かされるはずです。

最後に、皆様がこの職業に就いたことは、未来の可能性を広げる大きな一歩です。

こどもたちの無限の可能性を信じ、その成長を支える存在として、日々努力していた

だきたいと思います。そして、周りを見渡せば、素敵な先輩や同僚もいます。幼児教

育に携わる者としての誇りを胸に抱きながら、様々な人との出会いを大切に、この１

年間の初任者研修を、ぜひ楽しんでいただきたいと願っています。

令和８年３月

静岡県幼児教育センター

幼児教育推進室長 石川 和巳
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はじめに

１ 保育者になったあなたへ

(1) 教育及び保育にやりがいをもつ保育者

ア 乳幼児期の教育・保育のすばらしさ

こどもは「自ら伸びようとする力」をもっています。無限の可能性を秘

めているとも言われます。生涯にわたる人格形成の基礎を培う時期である

こどもの教育・保育に、保育者は「人間としてこうなってほしい」という

願いをもって実践していきたいものです。

ある若い保育者からこんな言葉を聞きました｡

「今まで、『うん。』という返事しか返ってこなかったこどもが、『先生、

ありがとう。』と言ってくれた。本当にうれしい一言だった。」

どの保育者も、こども一人一人の成長を心から願っています。日々の保

育は、あわただしく厳しい営みの連続ですが、遊びに満足しているこども

の姿を見ると、それまでの苦労や疲れも吹き飛んでしまいます。ここに、

保育者としての喜びがあります。

イ こどもの心を大切に

「先生、見て、見て。」

「わあ。きれいな首飾り。よく似合うね。」

道端で摘んだタンポポを、保育者の胸にも飾ろうとするこどもと保育者

のやさしい語らいは、朝のあわただしい時間を和やかなものにしています。

保育者は、こども主体の保育の中で、こどものやりたいことや楽しみた

いと願うことを自由に毎日続けていくことができるように援助していくこ

とで、楽しみながら活動するこどもを育てていきます。こどもは、諸感覚

を働かせ、のびのびと遊ぶことを通して、自分のやりたいことを自分なり

に考えてやっていく力を伸ばしていくのです。

こどもは、自分たちに任された中で、自ら困難な場をつくって、それに

あかには ぴんくという いもうとがいて

あおには みどりやきみどりの おとうとがいて

きいろには おれんじという おねえさんがいます

でも、しろは ひとりぼっちです

さみしくないかな

これは５歳児の詩です。

この子は、色を命あるものととらえています。こどもは生活の中で目にした色

の印象や、色水作りなどの体験を通して、色についての「感覚」を身に付けてい

きます。体験することの大切さを、この子の詩に学ぶことができます。
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挑戦していくこともあります。頭を働かせ、体を動かして試行錯誤を繰り

返しながら育っていきます。こども自身が、自分で気付く、自分で考える

等、意欲が充実感につながるように援助していくことが大切です。

また、こどもは、保育者の言葉や行動から「この先生は自分に対してど

のような思いでいるか」ということに気付きます。そのため、愛情をもっ

てこどもに接していくことが必要です。

ウ 心の教育の充実

こどもは園生活において、他のこどもと関わりながら生活することを通

して、生活に必要な行動の仕方を身に付け、守らなければならないことが

あることに気付いていきます。また、自分や友達の気持ち、行動の結果な

どにも気付くようになります。特に仲間と楽しく過ごす中で、いざこざや

葛藤を経験することは、友達の気持ちや欲求が自分と異なることに気付い

たり、相手のことを考えたりすることにつながるとともに、仲間への思い

やりや善悪の捉え方を確かなものにしていきます｡

また、こどもは、尊敬している大人の言葉や行動に基づいて、何がよく

て何が悪いのかの枠をつくっていますので、善悪を明確に示したり、集団

生活のルールを守るように促したりしていくことも大切です。そして、こ

どもが自分の行動の意味に気付き、納得できるように、体験を通して考え

る機会を作っていく必要があります。

エ 人権の尊重

こどもの人権を保障する条約として、児童の権利に関する条約（子ど

もの権利条約）があります。この条約は、「児童」（18歳未満の者）の

権利について定められた国際条約であり、前文と本文54条からなってい

ます。日本は1994年（平成６）年に批准しました。この条約では大きく

分けて、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」

の四本の柱を守るように定めています。

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」では、「人権教育とは、

人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」と定義され、「国民が、そ

の発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得する

ことができるよう」に推進することを定めています。

学校における人権教育は、こどもが発達の段階に応じ、人権の意義・内

容等について理解するとともに、「自分の大切さとともに他の人の大切さ

を認めること」を実感し、それが様々な場面で具体的な態度や行動に表れ

るようにすることを目指しています。

園においては、全教職員が、いじめ、虐待などこどもをめぐる人権問題

やいまだに残る同和問題など、様々な人権問題に対する理解や認識を深め

る必要があります。そして、人権教育についての共通理解を図り、園とし

ての指導体制を確立するとともに、こどもの人権に一層配慮し、一人一人

の個性を大切にした教育及び保育や園運営に努めていくことが重要です。
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（２）保育者の役割

ア こどもの主体的な活動と保育者の役割

保育者は、こどもの生活の流れや発達などに即して、具体的なねらいや

内容を設定し、それにふさわしい環境をつくり出すために、どのような物

をどのくらい準備し、どのように空間を設定していくかを考えます。また、

こどもの活動に応じた適切な関わりをするために、こども一人一人の特性

を的確に把握し理解するように努めます。集団におけるこどもの活動を捉

えるためには、こどもがこれまでの生活や遊びでどのような経験をしてい

るのか、だれとどこでどんな活動をしているのか、今取り組んでいる活動

はどのように展開してきたのか等を保育者が的確に把握していることが

大切です｡

また、保育者の日々の言葉や行動する姿はモデルとして、こどもに善悪

の判断やいたわり・思いやりなど道徳性を培う上でも大きな役割を果たし

ます。善悪を判断したり、生活上のきまりに気付いたり、それらを守った

りすることについては、こども一人一人の発達に応じて、体験などを通し

て考えることができるような働き掛けをする必要があります。

このように、保育者がこどもとの伴走者、こどもと共鳴する者として、

心の動きや行動を理解し、一人一人の発達に応じた援助のタイミングや方

法を考えることにより、こどもの自立心が育まれます。

イ 集団生活と保育者の役割

こどもの主体的な活動は、友達との関わりを通してより充実し、豊かな

ものとなります。集団の中で個人のよさが生かされ、こども一人一人の思

いや活動がつながり合うような環境を構成していくことが必要です。

そのために、こども一人一人の周りにいる友達の存在を意識して、こど

も同士が関わり合うことができる集団をつくることが大切です。一人一人

を取り巻く集団が居心地のよいものであり、自らの居場所のある集団であ

ることが大事になります。

また、乳幼児期は自我の芽生える時期であり、友達との間に起こる対立

や葛藤なども、こどもの発達にとっては意味のあることです。トラブルを

指導のチャンスに生かしましょう。

さらに、乳幼児期の教育・保育が小学校以降の生活や学習の基盤の育成

につながることを考慮して、就学前までの乳幼児期にふさわしい教育・保

育を通して、物事に積極的に取り組み、そこから自分なりに生活をつくっ

ていき、自分を向上させていこうとする意欲が育まれるようにしていくこ

とが大切です。

ウ 保育者の協力体制

一人一人のこどもを確実に育てていくためには、個々の保育者が専門性

を高め、園で協力してこどもの表れを捉えていくことが必要です。こども

の興味や関心は多様であり、様々な活動をしているこどもを同時に見てい

く必要があるため、保育者同士が連絡を密にし、園全体として適切な環境
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を構成し、援助をしていくことが不可欠です。保育者たちが相互に様々な

こどもに関わり、互いの見方について話し合うことは、こども理解を深め

ることにつながります。日々の保育を振り返ることで、保育者一人では気

付かなかったことや、自分とは異なる見方、考え方に触れることができま

す。

このように保育者間の日常の協力と話し合いを深め、専門性を高め合う

ことが、一人一人のこどもの育ちにつながります。

（３） 信頼される保育者

ア 保育者の立場から

こども一人一人をよく理解するために、こどもの遊びや活動の中に入り、

一緒に行動するように努めましょう。こどもの言葉や動きの背景にある思

いや感情などを把握して、こどもと喜びや悲しみを共感し合うことにより、

こどもは安心感をもって心を開きます。こどもとじっくり語り合っていく

中から、今まで気付かなかった新たなこどもの一面が見えてくるかもしれ

ません。

イ こどもの立場から

こどもの多様な感情は、その表し方も一人一人異なります。こどもが何

を感じ、何を考えているのかを素早く捉え、対応できる保育者に、こども

は魅力を感じます。

こどもの目線に合わせて話を聞く保育者、一緒に遊ぶ保育者、優しく接

する保育者、失敗を認めて励ます保育者、過ちを分かりやすく納得するよ

うに正す保育者等、優しさの中にも厳しさを備えた保育者でありたいもの

です。

常に健康で表情豊かに明るく、温かさとユーモアを備えた保育者は、集

団の中で生活するこどもの心を安定させ、こどもが愛情と信頼に満ちた園

生活を送るために必要な存在となっていきます。

ウ 保護者の立場から

保護者は、我が子のことを第一に考えています。そして、どのこどもに

対しても分け隔てなく接し、よいところを伸ばしてくれる保育者、こども

を大切にし、こどもから信頼される保育者を望んでいます。また、明るい

挨拶や礼儀正しい言葉遣い、品位を感じる服装等、日常の触れ合いの中で

保育者の人柄を知ることにより、保護者は親しみを感じ、保育者の思いを

受け入れていこうとするのです。

謙虚さの中にも自分の信念を持って、「私は……のような子に育ってほ

しいと考えている。だから……のような教育方針で……の保育に臨みた

い。」と自分の教育・保育観を話したり、保護者の疑問や相談に真剣な態

度で対応したりしましょう。
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２ 就学前教育保育施設について

(1) 幼稚園

幼稚園は学校教育法に定めるところの学校です。国、地方自治体、学校法人が

設置することができます。幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うも

のとして、こどもを保育し、こどもの健やかな成長のために適当な環境を与えて、

その心身の発達を助長することを目的としています（学校教育法第 22 条）。幼稚

園に入園することのできるのは、満３歳から小学校就学の始期に達するまでのこ

どもです。

(2) 保育所（認可保育所）

保育所は児童福祉法に定めるところの児童福祉施設です。国の定めた基準を満

たし、都道府県知事に認可された施設です。保育所は、保護者の就労等で保育を

必要とするこどもに保育を行うことを目的としています（児童福祉法第 39 条）。

保育所に入所できるのは、０歳から小学校就学の始期に達するまでのこどもで保

育を必要とする者です。保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うこ

とをその特徴としています。

(3) 認定こども園

認定こども園は｢就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律(以下、認定こども園法）｣により規定された施設で、幼稚園と保

育所の両方のよさを併せもっています。以下の機能を備え、都道府県知事から認

可を受けています。

認定こども園は、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう

以下の４つのタイプがあります。

ア 幼保連携型認定こども園

幼稚園と保育所の両方の機能を併せもつ単一の施設として、認定こども園と

しての機能を果たします。つまり、幼保連携型認定こども園は、学校及び児童

福祉施設が一体となった施設です。義務教育及びその後の教育の基礎を培うも

のとしての満３歳以上のこどもに対する教育と、保育を必要とするこどもに対

する保育を、一体的に行い、これらのこどもの健やかな成長が図られるよう適

当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育

ての支援を行うことを目的としています（認定こども園法第２条の７）。幼保

連携型認定こども園に入園できるのは、満３歳以上のこども及び満３歳未満の

保育を必要とするこどもです。

●就学前のこどもに幼児教育・保育を提供する機能

（保護者の就労の有無にかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能）

●地域における子育て支援を行う機能

（すべての子育て家庭を対象に相談活動や親子教室等子育て支援を行う機能）
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イ 幼稚園型認定こども園

学校としての幼稚園が、保育を必要とするこどものための保育時間を確保す

るなど保育所的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たしま

す。

ウ 保育所型認定こども園

児童福祉施設としての保育所が保育を必要とするこども以外のこどもも受

け入れるなど幼稚園機能を備えることで認定こども園としての機能を果たし

ます。

エ 地方裁量型認定こども園

認可保育所以外の保育機能施設等が保育を必要とするこども以外のこども

も受け入れる等幼稚園的な機能を備えることで認定こども園の機能を果しま

す。

(4) その他

就学前のこどもの保育を目的とする施設は、幼稚園、保育所、認定こども園以

外にもあります。小規模保育事業所は、市町の認可を受け、原則０歳から２歳児

で 20 人未満のこどもを預かる保育施設です。認可外保育施設は、県や市町が認

可した保育施設以外の保育施設の総称で、事業主が従業員のために設置している

事業所内保育施設や夜８時以降も保育を行っているベビーホテルなど、様々な形

態があります。

３ ３要領・指針

３要領・指針とは、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園

教育・保育要領の３つを指します。これらは、教育課程その他の教育及び保育内容

について国が法律に基づき定めている大綱的基準で、全国的に一定の教育水準を確

保するとともに実質的な教育の機会均等を保障するものです。また、認定こども園

法第 10 条第２項に規定するとおり、３要領・指針の内容は、整合性が確保されて

おり、小学校教育との円滑な接続について配慮されています。

３要領・指針は一定の間隔で改訂・改正が行われており、現行の要領・指針は、

小中学校の学習指導要領と併せて、平成 29 年３月に告示されました。この時の改

訂・改正の基本方針は、｢よりよい教育を通してよりよい社会を創る｣という目標を

教育施設と社会が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能

力をこどもに育むというものです。教育は発達段階を踏まえた連続性・一貫性が重

要であることから、育むべき資質・能力を、幼児期から高等学校教育まで統一し、

学校段階間の円滑な接続の必要性を示しています。これを受けて、３要領・指針に

おいて、幼児期に育みたい資質・能力が育まれた具体的な姿として、｢幼児期の終

わりまでに育ってほしい姿｣が示されました。幼保小の教職員は、この姿を活用し

て、相互理解を図り、幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を推進していくこと

が大切です。
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第１章 教育及び保育の基本

１ 人格形成の基礎を培うこと

教育及び保育は、こどもの最善の利益を考慮しつつ、望ましい発育・発達

を期待し、潜在的な可能性に働き掛け、その人格の形成を図る営みです。特

に乳幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割

を担っています。

こども一人一人の潜在的な可能性は、日々の生活の中で出会う環境によっ

て開かれ、環境との相互作用を通して具現化されていきます。こどもは環境

との相互作用の中で、体験を深め、そのことがこどもの心を揺り動かし、次

の活動を引き起こします。そうした体験の連なりが幾筋も生まれ、こどもの

将来へとつながっていきます。

そのため、園では、乳幼児期にふさわしい生活を展開する中で、こどもに

遊びや生活といった直接的・具体的な体験を通して、人と関わる力や思考力、

感性や表現する力などを育み、社会と関わりながら、心身共に健康で幸せに

生きていくための基礎を培うことが大切です。

２ 環境を通して行う教育及び保育

乳幼児期の教育・保育は、ともすれば大人の都合による要求、つまり乳幼

児期にこれだけの教育をしておけば将来立派な大人になれるはずだとか、早

くから知識や技能を教えておけば、その効果は一層上がるのではないかとい

う考えになりがちです。

しかし、こどもには乳幼児期にふさわしい生活があり、乳幼児期は自分の

興味や欲求に基づいた直接的・具体的な体験を通して、人格形成の基礎とな

る豊かな心情、意欲、態度などが培われる時期なのです。そして、その人格

形成の基礎は、こどもが環境からの刺激を受け止め、自分から興味をもって

環境に関わることによって育まれるものです。ですから、乳幼児期は、環境

を通して行う教育・保育を基本としているのです。

(1) 環境を通して行う教育及び保育の意義

乳幼児期は、生活の中で自分の興味や欲求に基づいた直接的・具体的

な体験を通して、人格形成の基礎となる豊かな心情や物事に自分から関

わろうとする意欲、健全な生活を営むために必要な態度などが培われま

す。この時期には、生活を通してこどもが周囲に存在するあらゆる環境

からの刺激を受け止め、自分から興味をもって環境に関わることによっ

て様々な活動を展開し、充実感や満足感を味わう体験をさせたいもので

す。

乳幼児期の発達の特性を踏まえて、その目的や目標が有効に達成され

るよう、こどもの生活の実情に即した教育・保育の内容を明らかにし、

それらが生活を通してこどもの中に培われるように計画性をもった適切

な教育・保育を行う必要があります。
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つまり、「環境を通して行う教育及び保育」とは、教育・保育の内容

に基づいた環境を構成し、こどもがその環境に関わって主体性を十分に

発揮した生活を通して、こどもの発達を促すようにすることです。

(2) こどもの主体性と保育者の意図

環境を通して行う教育・保育は、こどもの主体性と保育者の意図がバ

ランスよく絡み合って成り立ちます。

乳幼児期の教育・保育が目指しているものは、こどもが自ら周囲に働

き掛けてそのこどもなりに試行錯誤を繰り返し、自ら発達に必要なもの

を獲得しようとする意欲や生活を営む態度や豊かな心を育むことです。

いろいろな活動を保育者が計画した通りに効率よく行わせることにより、

育てるものではありません。活動の主体はこどもであり、保育者は活動

が生まれやすく、展開しやすいように意図をもって環境を構成していく

ことが大切です。

その際、保育者には、常に日々のこどもの生活する姿を捉えることが

求められます。それは、こどもが何に関心をもって取り組もうとしてい

るのか、何に意欲的に取り組んでいるのか、何に行き詰まっているのか

を捉え、その捉えた姿からこどもの生活や発達を見通して指導の計画を

立てます。

しかし、環境を構成した後でも、遊びながら活動が変わっていくので、

この変化に応じて、環境を再構成していくことが必要です。

一人一人のこどもに、今どのような体験が必要なのだろうかと考え、

そのためにはどうしたらよいかを常に工夫し、日々の保育に取り組んで

いくことが大切です。

(3) 「環境構成」の視点

ア 発達の時期に即した環境

こどもが生活する姿には、発達のそれぞれの時期によって特徴が

見られます。

入園当初は、一人一人の家庭での生活経験を考慮し、こどもが自

分の親しんだ遊びに安心して取り組んだり、皆で一緒に過ごしたり

する楽しさが味わえるようなものや場の構成が大切です。

友達関係が深まる時期には、こどもが友達との遊びを安定した状

態で進めたり広げたりできる場を設定すること、活動の充実に向け

て必要な遊具や用具、素材を準備すること、こどもの新たな発想を

生み出す刺激となるような働き掛けをすることなどが大切です。

やがて、こどもは、友達と一緒に遊ぶ楽しさを感じたり様々なも

のや人との関わりを広げ深めたりしていくようになります。このよ

うな時期には、友達と力を合わせ、継続して取り組むことができる

活動の構成を工夫することが大切です。また、友達の刺激を受けな
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がら自分の力を十分発揮していけるように、探求心や挑戦する意欲

を高めるような環境の構成をしていきます。

イ 興味や欲求に応じた環境

こどもが環境に主体的に関わり、生き生きとした活動を展開する

ためには、その環境がこどもの興味や欲求に即したものであること

が必要です。今、こどもがどんなことに興味をもち、どんなことを

したいのかを感じ取り、それを手掛かりとして環境の構成を考える

ことが大切です。したがって、環境の構成は固定的なものではなく、

こどもの活動の展開に伴って、常に興味や関心を捉えながら、活動

の充実に向けてこどもと共に環境を構成し、再構成し続けていくこ

とが大切です。

ウ 生活の流れに応じた環境

乳幼児期の教育・保育は、一日を単位とした生活の流れを中心に

展開されます。また、園での生活や遊びは、家庭と連続して展開さ

れます。特に、園でのこどもの生活や遊びへの取組は、家庭での生

活とつながっています。地域や家庭で経験したことを、園で再現し

て遊ぶこともあります。そこで、前日から翌日、前週から翌週とい

うようにこどもの興味や意識の流れをおさえ、自然な園生活の流れ

をつくり出したり、季節の変化や自然事象と深く関わる生活を大切

にして、様々な自然環境に触れたりすることができるようにしたい

ものです。

さらに、意図性と偶発性、緊張と解放、動と静、室内と屋外、個

と集団など、様々なものがバランスよく保たれた自然な生活の流れ

をつくり出すことが必要であり、偏った環境にならないよう配慮す

ることが大切です。

エ 環境を構成する力を磨く

保育者は、こども理解とともに、こどもの身の回りの環境がもつ特

性や特質について日頃から研究し、その教育的価値について理解し、

実際の指導場面で必要に応じて活用できるようにしておくことも大切

です。

その際、それぞれの環境を、大人の視点から捉えるのではなく、自

由な発想をするこどもの視点に立って捉えることが大切です。保育者

は、こどもがその対象との関わりを通して、どのような学びの価値を

見出していくのかを予想し、その可能性を幅広く捉えるようにします。

保育者が環境を見る目を磨くことにより、実際の指導場面において、

こどもの活動の広がりや深まりに応じて環境を構成することができま

す。
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３ 育みたい資質･能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

平成 29 年に告示された幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育･

保育要領、保育所保育指針では、育みたい資質・能力として、次の３つを

示しています。

これらの資質･能力は、小学校、中学校、高等学校の学習指導要領にも

示されています。つまり、この３つの資質・能力は、乳幼児期の教育・保

育、そしてそれ以降の学校教育を通じて、こどもたちに育みたい資質・能

力なのです。

また、これらの資質･能力が育まれているこどもの具体像として、「幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されています。

これらの姿は、園において、３要領・指針に示された「ねらい」と「内

容」に基づき、乳幼児期にふさわしい遊びや生活を積み重ねることにより、

上記の資質･能力が育まれているこどもの具体的な姿であり、時に５歳児後

半に見られるようになる姿です。これらの姿は５歳児に突然見られるよう

になるものではなく、３歳児、４歳児の時期から、こどもが発達していく

方向を意識して、それぞれの時期にふさわしい指導を積み重ねていくこと

が大切です。

こどもの発達と学びの連続性を確保するために、乳幼児期の教育・保育

と、小学校教育を円滑に接続する重要性が高まっています。乳幼児期の教

育・保育において育みたい資質･能力及び「幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿」を保育者と小学校の教師が共有し、それぞれの教育や保育に生

かしていけるよう、意見交換や合同の研修会などの取組が必要です。

(1) 豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったり、できる

ようになったりする「知識及び技能の基礎」

(2) 気付いたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、

試したり、工夫したり、表現したりする「思考力，判断力，表現力等

の基礎」

(3) 心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学び

に向かう力，人間性等」
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４ こども理解と評価の具体

保育者はこどもとの信頼関係を十分に築き、こどもと共によりよい環境を

創造するように努めることが大切です。その際、保育者はこどもの主体的な

活動が確保されるよう、一人一人の行動の理解と予想に基づき、計画的に環

境を構成しなければなりません。

こども理解とは、決して、何歳にはこのような姿であるといった一般論で

こどもを捉えることではありません。目の前にいる一人一人のこどもと直接

的に触れ合いながら、その言動や表情から、こどものよさや可能性、心の動

きなどを受け止め、理解しようと努力することです。

・こどもの生活する姿から、そのこどもの心の世界を推測してみる。

・推測したことを基に関わってみる。

・関わりを通してこどもの反応から新しいことを推測する。

乳幼児期の教育・保育における評価は、こども理解と保育者の指導の改善

という両面から行うことが大切です。一人一人のこどもの育ちの姿を捉える

ことと、それに照らして保育者の指導が適切であったかどうかを振り返るこ

との二面から行う必要があります。

・指導計画で設定した具体的なねらいや内容が適切なものであったか。

・環境の構成が適切であったか。

・こどもの活動に沿って必要な援助が行われたか。

(1) よさを捉える目をもつ

こどもがよりよい方向に伸びてほしいと願う気持ちから、保育者の目が

こどもの問題点ばかりに向けられることはないでしょうか。一人一人の問

題点は、よさの方向から見てみると違って見えてくることもあります。例

えば、「落ち着きがない子」と捉えていた子が、よさの視点から見てみる

と「活力に溢れる子」や「興味関心が旺盛で様々な活動に意欲的に取り組

む子」と見えてくるかもしれません。保育者が一人一人のよさや可能性を

捉えようとする目でこどもを見つめ、理解しようとすることが、乳幼児期

の望ましい発達を促す保育を生み出すために必要です。

(2) 活動の意味を理解する

「活動」とは、こどもが環境に主体的に関わって自ら展開していくもの

です。保育者の目はどちらかといえば、「活動」をごっこ遊びや運動遊び

のような集団で遊ぶものと受け止めてしまう傾向があります。園外保育を

したので○○ランド、その活動の発展性を考えて「今日はここまで、明日

は…。」と、活動そのものに目が向けられてしまうことがあります。その

結果、○○ランドの活動としては大掛かりなものとなりますが、こども一

人一人がそこでどのような体験をしているかを見落としてしまいがちで

す。保育者がどのような活動をこどもに与えるかではなく、こども自身が

活動を生み出して展開する過程で、どんな体験が得られるかが大切です。
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(3) 発達する姿を捉える

「発達」とは、単に何かができるようになることではなく、人格形成全

体に関わる深い意味をもっています。

こどもは、能動的に環境に働き掛け、発達に必要な経験を積む力をもっ

ています。その力を引き出し、発達を促すためには、第一にこどもが何を

楽しんでいるのか、その姿を捉えることが必要となります。毎日同じ遊び

を繰り返しているようでも、こどもはその中に日々新しいことへの挑戦を

試みているのです。第二に、こどもの行動から内面を理解することによっ

てどのような発達がなされているかを捉えることが必要です。何気ないこ

どものしぐさや表情から、そのこの思いや変化、育ちを見取っていくこと

が大切です。

(4) 集団と個の関わり合いによる発達

毎日の保育は一人一人のこどもの発達を促すための営みであり、それは

同年代のこどもが共に生活することを通して行われます。したがって、一

人一人のこどもの発達は園生活における様々な関わり合いによって促され

ていると言えます。

保育を進めるためには、個々を見る目と集団を見る目の両方が必要であ

り、集団と個々のこどもとの関係を受け止めて、具体的な保育の手立てを

考えていくことが不可欠です。

(5) 保育を見直す

評価の視点からこども理解を深めることは、保育者が自らの保育を見直

し、改善するための基盤になるものといえます。

保育者は、保育を行うために、園及び地域の実態に応じた教育課程や全

体的な計画等を基に、こどもの生活する姿からねらいや内容を設定し、環

境の構成を考え、援助を組み立てた指導計画を作成します。

しかし、保育は保育者が考えた指導計画にこどもを当てはめ、動かすも

のではありません。実際に保育を展開し、その過程でこどもの姿を捉え直

しながら、絶えず計画を修正し、保育を改善していく必要があるのです。

つまり、こども理解と評価は、計画を立てて保育を展開することと、こ

どもの活動に沿って環境を構成し直し計画を修正していくこととが一体と

なった、PDCA サイクルで行われていきます。
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第２章 領域のねらいと内容

幼稚園教育要領及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示す領域

の「ねらい」は、教育及び保育において育みたい資質・能力をこどもの生

活する姿から捉えたものであり、｢内容｣は、ねらいを達成するために指導

する事項です。

この時期の発達の特徴を踏まえ、教育及び保育のねらいと内容を乳幼児の発

達の側面から、乳児は３つの視点として、幼児は５つの領域としてまとめ示し

ています。

各領域に示す「ねらい」は園生活の全体を通じ、こどもが様々な体験を

積み重ねる中で相互に関連をもちながら次第に達成に向かうものです｡

「内容」はこどもが環境に関わって展開する具体的な活動を通して総合

的に指導されるものであることに留意しなければなりません。

１ 満３歳以上

(1) 基本事項

この時期においては、運動機能の発達により、基本的な動作が一通りで

きるようになると共に、基本的な生活習慣もほぼ自立できるようになりま

す。理解する語彙も急激に増加し、知的興味や関心も高まってきます。仲

間と遊び、仲間の一人という自覚が生じ、集団的な遊びや協同的な活動も

見られるようになります。これらの発達の特徴を踏まえて、この時期の教

育及び保育においては、個の成長と集団としての活動の充実が図られるよ

うにしていくことが大切です。

この時期の発達の特徴を踏まえ、教育及び保育のねらい及び内容は、心身

の健康に関する領域「健康」、人との関わりに関する領域「人間関係」、身近

な環境との関わりに関する領域「環境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」及

び感性と表現に関する領域「表現」として５領域でまとめ示されています。

(2) ねらい及び内容

健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。

この時期においては、自分の体を十分に動かし、こどもが体を動かす

気持ちよさを感じることを通じて進んで体を動かそうとする意欲などを

育てることが大切です。

また、自分の体を大切にしたり、身の回りを清潔で安全なものにした

りするなどの生活に必要な習慣や態度を園生活の自然な流れの中で身に

付けていくようにします。

さらに、健康な心と体を育てるためには食育を通した望ましい食習慣

の形成が大切であるので、こどもの食習慣の実情に配慮して、和やかな

雰囲気の中で保育者や他のこどもと食べる喜びや楽しさを味わったり、

心身の健康に関する領域「健康」

13



様々な食べ物への興味や関心をもったりするなどし、進んで食べようと

する気持ちが育つようにします。

他の人々と親しみ、支え合って生活するために、自立心を育て、人と関

わる力を養う。

人と関わる力の基礎は、自分が保護者や周囲の人々に温かく見守られ

ているという安定感から生まれる人に対する信頼感をもつこと、さらに、

その信頼感に支えられて自分自身の生活を確立していくことによって培

われます。

園生活においては、何よりも保育者との信頼関係を築くことが必要で

あり、それを基盤としながら様々なことを自分の力で行う充実感や満足

感を味わうようにすることが大切です。

こどもは、園生活において多くの他のこどもや保育者と触れ合う中で、

自分の感情や意思を表現しながら、自己の存在感や他の人々と共に活動

する楽しさを味わいます。また、時にはこども同士の自己主張のぶつか

り合いによる葛藤などを通して互いに理解し合う体験を重ねながら関わ

りを深め、共感や思いやりなどをもつようになります。

さらに、このような生活の中で、よいことや悪いことに気付き、考え

ながら行動したり、きまりの大切さに気付いて守ろうとしたりするなど、

生活のために必要な習慣や態度を身に付け、人と関わる力が育っていき

ます。

周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを生活に取

り入れていこうとする力を養う。

身近な動植物に親しみをもって接したり、自然に直接触れたりする体

験を通して、生命の尊さに気付き大切にすることや、自然との関わりを

深めることができるようにすることが大切です。

こどもはいろいろな物に触れ、その性質や仕組みに興味や関心をもち、

考えたり、試したり、工夫したりする遊びを通して物事の法則性に気付

き、自分なりに考えるようになります。

特に、他のこどもの考えなどに触れることで、新しい考えを生み出す

喜びや楽しさを味わい、自ら考えようとする気持ちが育っていきます。

そのために、保育者はこどもが自分なりに環境に関わる姿を大切にする

とともに、場やものの配置を工夫したり、保育者も一緒にやってみたり

して、こどもが互いの考えに触れることができるような環境を構成する

ことが大切です。

人との関わりに関する領域「人間関係」

身近な環境との関わりに関する領域「環境」
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経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す

言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現す

る力を養う。

言葉は、身近な人に親しみをもって接し、自分の感情や意思などを伝え、

相手が応答する言葉を聞くことを通して次第に獲得されます。こどもが心

を動かすような体験と言葉を交わす喜びを味わえるようにします。

こどもが自分の思いを言葉で伝えるとともに、保育者や他のこどもなど

の話を興味をもって聞くことを通して、次第に話を理解するようになり、

言葉による伝え合いができるようにすることが大切です。

日常生活の中で、文字などを使いながら思ったことなどを伝える喜びや

楽しさを味わうことが、文字に対する興味や関心につながっていきます。

感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感

性や表現する力を養い、創造性を豊かにする。

こどもが自然などの身近な環境と十分に関わる中で、心を動かす出来

事に出会い、そこから得た感動を他のこどもや保育者と分かち合い、描

いたり歌ったりして表現することを通して、豊かな感性が養われていき

ます。

さらに、安心して自分なりのイメージを表現できるように、保育者は

一人一人の発想や素朴な表現を共感的に受け止めることが大切です。ま

た、生活経験や発達に応じ、自ら様々な表現を楽しむことができるよう

に、遊具や用具を整えたり、他のこどもの表現に触れられるよう配慮し

たりし、表現する過程を大切にして、自己表現を楽しめるように工夫し

ます。

２ 満 1 歳以上満３歳未満

(1) 基本事項

この時期においては、歩き始めから、歩く、走る、跳ぶなどへと、基本的な

運動機能が次第に発達し、排泄の自立のための身体的な機能も整うようになり

ます。つまむ、めくるなどの指先の機能も発達し、食事、衣類の着脱なども、

保育者の援助の下、自分で行うようになります。発声も明瞭になり、語彙も増

加し、自分の意思や欲求を言葉で表出できるようになります。このように自分

でできることが増えてくる時期であることから、保育者は、こどもの生活の安

定を図りながら、自分でしようとする気持ちを尊重し、温かく見守るとともに、

愛情豊かに、応答的に関わることが必要になります。

言葉の獲得に関する領域「言葉」

感性と表現に関する領域「表現」
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(2) ねらい及び内容

健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。

身近な大人から一人の人間として自分の意思が尊重され、安心して様々な

物事に取り組むことができる環境の下、こどもは今の自分がもっている心身

の力を存分に発揮して、自分でしてみようとする気持ちを強くしていきます。

こどもの安定感は、愛情豊かでこどもにとって心地よい保育者の関わりの

下、こども一人一人が受け入れられていると感じるときに得られるものです。

保育者は、その時々のこどもの欲求や興味・関心を理解して応答的に関わ

ることが大切です。また、この時期のこどもが様々に身体を動かすことを体

験するために必要な環境を構成することや、清潔に保つ環境を整えるととも

に、こどもが清潔に関わる行為の意味を感じ取るような言葉掛けをすること

も大切になります。

さらに、健康的な心と体を育てるためには望ましい食習慣の形成が重要で

あるので、様々な食品や調理形態に慣れ、進んで食べようとする気持ちが育

つように、ゆったりとした雰囲気の中で食べる喜びや楽しさを味わえるように

していくことが大切です。

他の人々と親しみ、支え合って生活するために、自立心を育て、人と関わる

力を培う。

こどもは、自分を温かく受け入れてくれる保育者との信頼関係に支えら

れて自分の居場所を確保し、安心感をもってやりたいことに取り組むように

なります。そのため、保育者は、こども一人一人の内面に思いを寄せ、園生

活の何に心地よさを感じているのかを理解しようとすることが大切です。

園での生活では、それぞれに異なる個性をもった他のこどもや保護者や地

域の人などと接します。保育者は、こどもが人との関わりの中で心を動かす

時、その出来事を通して感じたことや考えたことを共有したり、それぞれの

人の特性や多様性に気付くように関わったりすることで、人には皆違いがあ

るということや相手にも思いがあるということ、きまりがあるということを

感じ取れるようにすることが大切です。

周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを生活に取り入

れていこうとする力を養う。

この時期のこどもは、日頃から慣れ親しみ安心できる環境の中で、旺盛な

探索意欲を発揮し、注意を引かれたものへ自ら近づいていきます。音やにお

心身の健康に関する領域「健康」

人との関わりに関する領域「人間関係」

身近な環境との関わりに関する領域「環境」
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い、衝撃、光など、自分と環境との関わり合いがもたらすあらゆるものに感

性を働かせ、その感覚を味わいます。こうした経験を幾度も繰り返しながら、

こどもはさらに興味や関心を広げていきます。

このようなこどもの発見や感動に周囲の大人が共感することで、こどもは

自信をもって遊びを発展させていくことができます。保育者は、安心してじ

っくりと興味の対象に関わることのできる環境を整え、こどもの見いだした

ことや感じ取ったことに、寄り添った言葉をかけます。驚きや喜びを人と共

有する経験は、こどもが期待をもって環境に関わり、発見を楽しんだり、い

ろいろと試行錯誤してみようとしたりする気持ちを支えるものとなります。

こどもが自ら感じ取る世界を豊かなものにしていくためには、直接的な経

験を通して、様々な感覚を十分に働かせることが必要です。

経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉

を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や表現する力を養う。

言葉については、身近な大人との安心できる関係を土台に、自我の育ちや

自分の思いを分かってほしいと願う気持ちの芽生えと共に、言葉を用いて他

者と伝え合う力が培われていきます。

そうした発達を支えていく上で、この時期は、言葉のもつ響きやリズムの

面白さや美しさ、言葉を交わすことの楽しさなどを感じ、十分に味わえるよ

うにしていくことが重要です。保育者は、絵本や詩、歌など、こどもが興味

や関心をもって言葉に親しむことのできる環境を整えるとともに、こどもに

対して、日常の挨拶をはじめとして生活や遊びの中で丁寧に温かく言葉を掛

けながら関わるよう心掛けましょう。また、こどもが表情や言葉などで表し

た気持ちを丁寧に受け止め、応えていくことが大切です。

こどもの発する言葉に耳を傾け、応答的なやり取りを重ねていくことは、

こどもの気持ちを伝えようとする意欲を育むことにつながります。また、保

育者の話や言葉に面白さや魅力を感じたり、保育者の仲立ちで友達とのやり

取りを楽しんだりすることを通して、保育者や友達の言うことを分かりたい

という気持ちも膨らみます。このように、日々の生活や遊びにおいて人との

関わりが充実する中で、こどもの話すこと、聞くことへの意欲が高まってい

きます。

感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表

現する力を養い、創造性を豊かにする。

この時期は、歩行の開始に伴い、自分で移動できる範囲が広がり、手を使っ

て様々なものを扱うこともできるようになります。乳児期よりも更に多様なも

言葉の獲得に関する領域「言葉」

感性と表現に関する領域「表現」
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のに出会い、触れ合うことで、形や色、音、感触、香りなど、それぞれがもつ

性質や特徴を様々な感覚によって捉えるようになります。このように自分の身

体を通した経験を豊かに重ねていくことが、諸感覚の発達を促し、こどもの世

界を広げていくことになります。

こどもが感じ取ったことを保育者が共感をもって受け止め、こどもがどのよ

うに捉えたかということに興味や関心を示して関わることで、こどもは自分の

思いを表現して伝えることへの意欲を高めます。

こどもが環境と関わり様々な感覚を味わう際に、保育者もその感覚を一緒に

楽しんだり、感覚とイメージを結ぶ言葉を添えたり、気付きを促したりするこ

とで、こどものイメージは更に膨らみ、感性も豊かになっていきます。

このように、こどもの感性や表現力は、保育者が自身の感性によって捉え、

表現したことを取り入れながら育まれていきます。保育者自身が感性を豊かに

もち、共感をもってこどもの気付きを受け止めていくことが大切です。

３ 満 1 歳未満

(1) 基本事項

乳児期の発達については、視覚、聴覚などの感覚や座る、はう、歩くなどの

運動機能が著しく発達し、特定の大人との応答的な関わりを通じて、情緒的な

絆が形成されます。乳児期のこどもの保育は、愛情豊かに応答的に行われるこ

とが特に必要です。この時期の発達の特徴を踏まえ、乳児期のこどもの保育の

ねらい及び内容は、身体的発達に関する視点｢健やかに伸び伸びと育つ｣、社会

的発達に関する視点「身近な人と気持ちが通じ合う」、精神的発達に関する視

点「身近なものと関わり感性が育つ」の、３つの視点で示されています。

(2) ねらい及び内容

健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力の基礎を培う。

この時期の初め頃、こどもの欲求は、そのほとんどが生きていくための基

本的な欲求である生理的欲求です。また、この時期のこどもの発達は個人差

が大きく、心身の発達は未分化な状態で互いに影響し合いながら進んでいき

ます。

この時期の生理的欲求が、保育者による愛情豊かな応答とともにほどよく

満たされる生活は、こどもに安心感と充足感をもたらします。眠いときに寝

て、空腹のときにミルクを飲ませてもらう。空腹が満たされて周囲に働き掛

ければ、それに相手をしてもらう。日常生活におけるこの心地よい繰り返し

が、生活のリズムの感覚を培うのです。

保育者は、こどもが独立した人格をもつ存在として受け止め、こどもに対

して信頼と思いやりをもって応答することが要求されます。こうした関わり

の延長線上に、こどもの人と関わりたい、認めてほしいといった心理的欲求

身体的発達に関する視点「健やかに伸び伸びと育つ」
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が育ちます。また、こども一人一人の発達の過程を踏まえ、遊びの内容を意

図して構成した環境の下、こどもは遊びの中で体を動かすことの楽しさを経

験します。

こうした経験を豊かに重ねていくために、十分に体を動かすことのできる

空間を確保するとともに、個人差や興味や関心に沿った保育室の環境を整え

ることが重要です。

受容的・応答的な関わりの下で、何かを伝えようとする意欲や身近な大人と

の信頼関係を育て、人と関わる力の基盤を培う。

乳児期において、こどもは身近にいる特定の保育者による愛情豊かで受容

的・応答的な関わりを通して、相手との間に愛着関係を形成し、これをより

どころとして、人に対する基本的信頼感を培っていきます。また、自分がか

けがえのない存在であり、周囲の大人から愛され、受け入れられ、認められ

ていることを実感し、自己肯定感を育んでいきます。さらに安心できる安定

した関係の下で、自分の気持ちを相手に表現しようとする意欲が生まれます。

こうした育ちは、生涯にわたって重要な人と関わり合いながら生きていくた

めの力の基盤となるものです。

日々の温かく丁寧な触れ合いを重ねる中で、こどもは身近な保育者に親し

みをもち、より気持ちを通わせ、関わりを深めることを求めます。こうして

乳児期に特定の保育者との間に芽生えた愛情や信頼感が、こどもが周囲の大

人や他のこどもへの関心を抱き、人との関わりの世界を次第に広げていく上

での基盤となります。

保育者は、こどもの声や表情、体の動きなどから、こどもの欲求や気持ち

を汲み取り、タイミングよく応えたり、十分に受け止めながら応答的に関わ

ることが重要です。保育者とのやり取りの心地よさが、人に対する基本的信

頼感の育ちにもつながり、コミュニケーションの土台となります。それが、

こども同士の関わり合いの育ちや言葉を理解することにもつながっていきま

す。

身近な環境に興味や好奇心をもって関わり、感じたことや考えたことを表現

する力の基盤を培う。

こどもは自分の感じ取ったものを身近な人と共有する喜びと体の育ちに支

えられて、自ら思いを表現しようとする意欲と力も培われていきます。

こどもの主体性を尊重した生活や遊びは、こどもが身近なものに興味を

もち、自ら行動としようとする意欲を育て、同時に、人と関わる力や体の諸

感覚をも育てるということに留意することが大切です。

社会的発達に関する視点「身近な人と気持ちが通じ合う」

精神的発達に関する視点「身近なものと関わり感性が育つ」
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園の生活や遊びを繰り広げる中で、様々につくり出されたり生み出された

りする音や動き、物の形、色、手触りなどは、こどもの気付きを促し、感覚

の働きを豊かにする環境として重要になります。保育者は、こども一人一人

の発達の過程や興味・関心を理解し、それに沿って探索活動が盛んになるよ

うな環境を構成するように心掛け、遊びをどのように発展させていくかを考

えることが重要です。

４ 必要な配慮事項

(1) 教育及び保育全般に必要な配慮

・こどもの心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏まえ、一人一人のこ

どもの気持ちを受け止め援助する。

・こどもの健康は、生理的・身体的な育ちとともに、自主性や社会性、豊か

な感性の育ちとがあいまってもたらされることに留意する。

・こどもが自ら周囲に働き掛け、試行錯誤しつつ自分の力で行う行動を見守

りながら、適切に援助する。

・こどもの入園時の教育及び保育に当たっては、できるだけ個別的に対応し、

こどもが安定感を得て、次第に園の生活になじんでいくようにするととも

に、既に入園しているこどもに不安や動揺を与えないようにする。

・こどもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるようにする。

・こどもの性差や個人差にも留意しつつ、性別などによる固定的な意識を植

え付けることがないようにする。

(2) 満３歳未満のこどもに必要な配慮

・この時期のこどもは疾病への抵抗力が弱く、心身の機能の未熟さに伴う疾

病の発生が多いことから、一人一人の発育及び発達状態についての適切な

判断に基づく保健的な対応を行う。

・一人一人のこどもの生育歴の違いに留意し、欲求を適切に満たし、特定の

保育者が応答的に関わるように努める。

・職員間や学校医との連携を行い、適切に対応する。

・この時期のこどもの保育においては特に、保護者との信頼関係を築きなが

ら保育を進め、保護者からの相談に応じ支援に努めていく。

・担当の保育者が替わる場合には、職員間で協力して対応する。

・満 1 歳以上３歳未満のこどもは、特に感染症にかかりやすい時期であるの

で、体の状態、機嫌、食欲などの日常の状態の観察を十分に行い、適切な

判断に基づく保健的な対応を心掛ける。

・探索活動が十分にできるように、事故防止に努めながら活動しやすい環境

を整え、全身を使う遊びを取り入れる。

・自我が形成され、自分の感情や気持ちに気付くようになる重要な時期であ

るので、情緒の安定を図りながら、こどもの自発的な活動を尊重し促す。
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乳幼児期のこどもは、遊びを通して、人との心のつながりや体の感覚など、豊かで

幸せに生きるための力を付けていきます。

そうしたこどもの成長は、保育者の確かなこども理解と深い愛情に支えられていま

す。

一人一人の行動や心の動きを温かく受け止め、理解しながら関わることを心掛け、

こどものよさや可能性を伸ばしていきましょう。

思いが生まれる１・２歳児の頃

自分の思いを表すようになり、大人とのやりとりの中で人との関わりを身に付けて

いきます。

自分でやりたい３歳児の頃

「やってみたい！」「やったらできた！」を繰り返し、興味や関心が育っていきます。

思いを伝え合う４歳児の頃

自分の思いを言葉で伝えたり、友達の気持ちに気付いたりしていきます。

仲間とつながる５歳児の頃

友達と思いを伝え合い、協同し試行錯誤しながら、達成感や充実感を味わっていき

ます。

ここでは、年齢ごとのこどもの遊びの様子を事例として、こどもの姿を基にした考

察や指導のポイントを挙げていますが、乳幼児期のこどもの個々の育ちは、一人一人

違います。信頼関係・愛着の形成、言葉・自我の芽生え、他者意識・協同性の芽生え

など、その子の育ちに応じて、保育者は適切な関わりをすることが大切です。

参考事例

事例１ １歳児 「ぼくがしてあげる」

事例２ ２歳児 「寒い紙もありますよ」

事例３ ３歳児 「ぼく、三輪車に乗れるんだ！」

事例４ ４歳児 「私もケーキ屋さん やってるよ」

事例５ ５歳児 「こうするといいんじゃない？」
「そうかなぁ、でもこのやり方もいいよ」

事例６ ５歳児 「小さい子は怖がるかも」
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【事例１ １歳児】 「ぼくがしてあげる」

歩くことがうれしい１歳児は、園庭に出て遊ぶこ

とが大好きです。

朝の受け入れ活動が済み、皆の気持ちが落ち着い

た頃、保育者は「お庭で遊ぼうか、お日様も呼んで

るよ。」と声を掛けながら戸外遊びの準備に取りか

かりました。Ａ君はうれしくて自分から帽子を取り

に行き、保育者にちょっと手伝ってもらいながらか

ぶり、靴箱に向かいました。

保育者は、皆の準備ができたところで、Ｂちゃん

と手をつなぎ靴箱に向かい、Ｂちゃんに靴を履かせ

ようとしましたが靴が見当たりません。「あれっ、Ｂ

ちゃんの靴はどこかな…？」と言いながら見渡す

と、Ａ君が体の後ろに隠すように持っていました。

保育者が「Ａ君，Ｂちゃんのクック、ちょうだい。」

と手を差し出しながら言うと、Ａ君はＢちゃんの靴

を保育者の方にぽいっと落とすと、園庭に向かって

しまいました。保育者は（あらあら、投げなくても

…）と思いながらＢちゃんに靴を履かせ、園庭に出

ました。

翌日、同じように園庭に出ようとすると、またＢ

ちゃんの靴が靴箱になく、Ａ君が持っていました。

保育者は（まただ…、Ｂちゃんの靴が気に入ったの

かな？）、と思いつつも、「Ａ君、Ｂちゃんのクック

ちょうだい。」と言うと、Ａ君はしばらく黙って保育

者を見つめ、「Ａ君（がやる）！」と言ってＢちゃん

の足下に靴をおき、Ｂちゃんの足を靴に入れようと

しました。

保育者はハッとしました。Ａ君は、Bちゃんに靴

を履かせる保育者の姿を見ながら、自分も同じよう

にやってみたいという思いをふくらめていたので

す。（昨日は注意しなくて良かった）、と思いながら、

二人に「今日もゴーゴー乗れるかな。」と話しながら

Ａ君と一緒にＢちゃんに靴を履かせました。

一日が終わり保育を振り返った時、Ａ君の｢自分

でやりたい」気持ちが他児に向いてきたことにうれ

しさを覚えたと同時に、それを褒めなかったことを

反省しました。

翌日もＢちゃんが靴を履こうとテラスに座ると、

Ａ君がＢちゃんの靴をもってきてくれました。保育

者は、Ａ君に微笑みながら「ありがとう、Ｂちゃん

のお靴（を履く）のお手伝いをしてくれるんだね。」

と声を掛けました。Ａ君もにこにこです。

１ こどもの姿

園庭に出て遊ぶことが分かると、そ

れぞれに帽子を持ちに行こうとした

り靴箱に向かったりします。〔象徴機

能の一つ〕

園庭に出る時は帽子をかぶり靴を

履くという繰り返しの中で、生活に見

通しをもち、同時に自分でやろうとす

る意欲も育ちます。自分でできるよう

になると、「自分でやり終えたい」とい

う思い〔自我〕が出てきます。自分で

何かをしようとする気持ちが旺盛に

なる時期です。

２ 保育者の願い（ねらい）

・園庭に出るための手順が分かり、

自分でやろうとする。

・保育者やクラスの皆と一緒に行動す

る中に心地よさを感じる。

３ 考察

保育者が行う援助をＡ君もやりた

いと思ったのでしょう。しかし、まだ

Ｂちゃんの靴を手にするところまで

しか行動に移せません。その瞬間での

保育者の関わり方はいろいろ考えら

れます。

最初の表れをよくない行動と捉え

注意するような声掛けになると、Ａ君

の思いは台無しになってしまいます。

保育者には少し先入観もあったかも

しれないことを反省しています。

Ａ君がやろうとしていることを一

緒に行いながら行動と言葉で丁寧に

伝えることが大切です。

◆指導のポイント

こどもの何気ない仕草や表情から

感じていることや実現したいと思っ

ていることをありのままに受け止め

ることが大切です。

また、こどもの行動には必ず意味が

あります。こどもの姿を肯定的に捉

え、共感し、こどもの行動の意味にぴ

ったりの言葉を伝えましょう。
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【事例２ ２歳児】 「寒い紙もありますよ」

紙製作遊びが終わり、残った折紙、画用紙等を見つ

けたＣちゃんは、それらをテーブルに広げると、「紙屋

さん、やろう！」と保育者を誘いました。どんな遊び

なのかなと思いながら、保育者はそのテーブルの前に

行きました。

Ｃ 「どの紙がいいですか？」

保育者 「この紙をください。」

Ｃ 「はい、どうぞ。」

保育者 「ありがとう。」

Ｃ 「今度はどれが欲しいですか？」

保育者 「このピンクをください。」

Ｃ ［はい、どうぞ。」

と言いながら、紙の受け渡しが続きました。そして

保育者 「今度は、すいかを作りたいから、ちょっ

と厚い
．．
紙にしようかな。」

と独り言を言いながら赤い画用紙を指差しました。

Ｃ 「はい、どーぞ。」

と言って、同じように渡してくれました。そして

Ｃ 「今度は、どれがいいですか？」

保育者が迷っていると、

Ｃ 「寒い紙もありますよ。」

と言って保育者を見ました。 保育者は、一瞬

（寒い紙？）、と思いましたが、（そうか、厚い
．．
を

熱い
．．
と捉えたのだ）、とおかしくなりました。

保育者 「そうだね、寒い紙もいいかな。じゃあ、

この紙をください。」と返し、

「Ｃちゃん、この紙はね、薄い
．．
って言うん

だよ。こっちが厚い
．．
、こっちは薄い

．．
」

と両方の紙を触りながら話しました。

Ｃ 「うすい…？うすい紙、うすい紙 …」

その楽しそうな様子に引きつけられて、３～４人が

集まり、同様の紙の受け渡しが続きました。

保育者 「今度はこれにしようかな？ ちょっと色
．

が薄い
．．．

かな…」

と迷いながら黄緑と緑の紙を手にして見比べていると

Ｃ 「こっちのあつい色
．．．．

の方がいいですよ。」と

緑色の紙を指さしました。さっき、薄い
．．
と厚い
．．
の対義

語を覚えたから…、と思った保育者は、

保育者 「こっち（黄緑）が薄い色、こっち（緑）は

濃い
．．
色って言うんだよ。」

と伝えました。

Ｃ 「濃い色…、濃い色…、濃い色…」

１ こどもの姿

片言から、二語文、ごっこ遊びでの

やりとりができる程度へと、大きく

言葉の習得が進み、言葉で周りの世

界を捉え始めます。

言葉の意味するものや話されたこ

との内容を徐々に理解するようにな

り、言葉で伝え合うことの喜びや言

葉により心を通わせる楽しさを味わ

っていきます。

さらに多様な物に出会い、触れ合

うことで、形や色、音、感触、香りな

ど、それぞれが持つ性質や特徴を

様々な感覚によって捉えるようにな

ります。

２ 保育者の願い（ねらい）

・遊びや絵本、紙芝居等で新たな言葉

と出会い、言葉の感覚や語彙を豊

かにしていく。

・保育者とごっこ遊びをする中で、言

葉のやりとりを楽しむ

３ 考察

Ｃちゃんは紙を扱う仕事をする祖

母と家でも紙屋さんごっこを楽しん

でいるとのこと。

売り手になることや紙のやりとり

の楽しさとともに言葉のやりとりへ

の関心が高まっています。自分の知

っている言葉を引き出し、大人の言

葉をまねながら、言葉の持つ意味を

実際に体験しながら語彙を増やして

いる時期と捉えられます。

４ 指導のポイント

感覚に基づくこどもらしい言葉

（表現）を受け止めていくことが大

切です。

こどもの生活や興味関心に寄り添

いながら、その意味や使い方をその

都度具体的に分かるように伝えてい

くことにより、こどもも次第に言葉

の意味が分かり、自分でも使うよう

になっていきます。
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【事例３ ３歳児】 「ぼく、三輪車に乗れるんだ！」

入園して１か月が過ぎ、少しずつ園環境にも慣れ、一人一人が好きな遊びを楽しんでいます。

保育室前の園庭には、すぐに遊び出せるようコンビカー（足蹴り乗用玩具）や三輪車が並べら

れていて、朝の身支度がすむと駆け寄って乗り始めるこどもが大勢いました。

A児のお気に入りは、新幹線のコンビカーです。鉄棒や総合遊具の下を通り抜けたり、花壇

の花やだんご虫を見たり、座面下の物入れにカップに入れた砂のごちそうを入れたりしながら、

園庭を走り回っていました。保育者はすれ違うたびに「A君、今日もスピードが出ているね。」

「どこに行くのかな？」「だんご虫ともお友達になったね。」「今度はカレーを運んでください。」

などと声を掛け、時には並走して遊んでいました。

そんな中、三輪車乗りをしていたこどもたちが列をなして走り始めました。先頭のB児の後

をついて走っています。保育者は「おもしろい姿だな。自然に引き寄せられたのかな。」と思い

ながら見守りました。そこへ郵便屋さんが来ました。三輪車に乗った自分たちとバイクの郵便

屋さんが仲間のように感じたのでしょうか、B児はそちらに向かい何やら郵便屋さんに話し掛

けました。保育者も郵便物を受け取ると、B児たちに２０メートル程先の職員室まで届けてく

れるよう頼みました。B児は意気揚々と郵便物を受け取ると職員室に向かい、「郵便ですよー。」

と事務の先生に渡しました。そして、いつの間にか列の最後尾につながっていたA児が大きな

声で「郵便車でーす。」と叫び、「♪どんどん出てこい 働く 車～♪」と歌いました。車好き

のA児にとって「働く車」の歌は、お馴染みの歌でした。保育者はこどもたちのイメージをよ

り豊かに、楽しくしようとCDをかけました。楽しく歌い、音楽に乗って三輪車、コンビカー

を走らせるこどもたちの姿がありました。

この頃からA児は三輪車乗りに興味をもったようです。時折、三輪車の横に立っていたり、

ハンドルをさわったり、また、三輪車を走らせる他児の姿を目で追ったりしました。保育者は、

「Aちゃんも三輪車に乗ってみる？」と声を掛けてみましたが、A児はにこにこと首を横に振

ってコンビカーに乗りました。三輪車にあこがれの気持ちをもちつつも、まだ走らせる自信が

ないのだと受け止めた保育者は、もうしばらく見守ることにしました。保育者は、跳び箱の踏

み板で坂道を作ったり、ござでトンネルを作ったり、駅を作ったりして遊びに新鮮さを加え、

また、交代して三輪車に乗ることへの気付きを促すようにしました。

帰りの引き渡しの時、保育者はA児の母親からA児が三輪車に乗りたがっていることを聞

きました。そこで次の日、コンビカーに向かうA児に「Aちゃん、今日は三輪車に乗ってみよ

うか。」と声を掛けました。A児は首を横に振りましたが、「先生と一緒に乗ろう。」とA児の

手を取りました。まんざら嫌そうでもなくA児は三輪車に乗りました。そしてペダルを回すの

ではなく、コンビカーで鍛えた脚力で地面を蹴って走り出しました。

遊ぶ姿を見守りながら保育者は「Aちゃん、足をペダルに乗せて回してごらん。」と声を掛け

ましたが、なかなかやりません。保育者は、今度は三輪車に乗ったA児の前にかがみ、手でペ

ダルを回して漕ぎ方を教えました。A児は足を交互に踏み込んでペダルを回すという動きをだ

んだんに覚えていきました。

漕げるようになると楽しさは倍増です。三輪車軍団の一員としてすいすいと園庭を走り回り、

ハンドルを巧みに操り「ピッピッピッピ」と言いながらバック運転までこなし、狭い駐車場に
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１ こどもの姿

こどもは、周りのこどもや保育者の様子を見ながら、自分なりに園の生活の仕方

を理解しようとしています。緊張していたこどもも好きな遊びが見つけられるよう

になり、徐々に周囲の友達との関わりも多くなってきます。新たな場所を探索した

り戸外での解放感を感じたりして遊ぶようになります。

２ 考察

園庭が公園のように見えたり、家と同じおもちゃや目新しいおもちゃが目に入っ

たりすることは、こどもを遊びに引き寄せます。A児も大好きなコンビカーで遊ぶ

ことを通して安心して園生活に慣れてきました。

保育者はこどもの個人差に応じて一人一人に寄り添い、一緒に遊ぶことを大切に

しながら信頼関係を築いている様子がうかがえます。こどもの「今日も楽しかった」

という思いをできるだけ大きくしたいとの保育者の熱意が感じられます。表面的な

表れだけでなく、内面を理解しようとする保育者の一生懸命さがこどもに伝わって

いくのだと思います。

こどもと一緒に遊び、こどもの楽しんでいるイメージを共有することで、さらに

その遊びが楽しくなるように、またこども同士が関わり合えるように、環境構成を

考えています。

３ 指導のポイント

保育者は、こどもが分かりやすいように遊びや生活に必要なものを配備すること

と、不安になった時も共感的に受け止める姿勢をもつことが大切です。新しい環境、

初めての保育者との出会いの中で、少しでも安心して過ごせるように使い慣れたお

もちゃや興味をもちそうな教材、様々な環境を用意して保育者も一緒に楽しみます。

新しい遊びを提案したり自然のもつ面白さに気付いたりできるように援助して

いき、面白いことをみんなと共有するという姿勢で、友達と一緒に楽しめる遊びや

活動を取り入れていくことが必要です。

競い合って並べていました。

後輪の間の荷台に砂のごちそうを乗せて落とさないように運んだり、保育参加会でお父さん

と作った風車をハンドルに取り付けたりなど、三輪車遊びは大好きな遊びになりました。
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【事例４ ４歳児】 「私もケーキ屋さん やってるよ」

運動会を終え、秋の自然物や空き箱等の廃材、画用紙等の製作材料を使って、個々に好きな物を作る活

動が展開されていました。ケーキやハンバーグ、車、怪獣などを作り、ままごとをしたり廊下を走らせた

り戦いごっこをしたりして、同じような遊びをしている友達と一緒に一つの遊びに向かう様子が表れてき

ていました。

M児もケーキを作っている友達の中に入って、友達の遊ぶ様子を見ながら同じようにケーキを作ってい

ました。カラーダンボール紙を丸めてその上にいろいろな大きさのどんぐりやひまわり、かぼちゃの種、

数珠玉、ビーズ、丸めた和紙等をかざっています。あまり話はしませんが、あれこれと材料を手に取って

選んだり置き場所を替えたりしながら作ることを楽しんでいます。一つ完成するごとににっこりとし、満

足している様子がうかがえました。保育者は、他の子たちのにぎやかな会話に応じながら、M児に「Mち

ゃん、それは何ケーキ？ おいしそうだね。」「お誕生日ケーキ？ 誰のお誕生日なの？」などと声を掛け、

M児の作った物をほめたりM児が友達と話すきっかけを作ったりしながら遊びました。

たくさんのケーキがロッカーの上に並べられていきました。するとＡ児が「〇〇まつり（PTAバザー）

みたいだね。そうだ！ケーキ屋さんにしよう！」と言い、「いいねぇ。やろう、やろう！」とみんなが賛成

し、店を作ることになりました。Ｍ児も嬉しそうににこにこしています。保育者は、「じゃあ、このテーブ

ルに並べよう。ケーキ屋さんの場所はどこにする？」と店作りの段取りを示しながら一緒に作っていきま

した。「ガラス（ビニール）のショーケースがいい。」「〇〇（地域のケーキショップ）は２段になっている。」

などイメージすることを口々に発しながら作り、どうにか店構えが完成しました。次はお金やレジ、かわ

いいエプロンを作ったり持ち帰り用の箱や紙袋を探して集めたりするなど、様々な小道具づくりに３日間

ほどかけ、ケーキ屋さんは開店しました。保育者は、M児がみんなの声掛けに加わりながらM児なりに

店作りに参加している様子から、この調子でM児がみんなの中に自然に溶け込んで遊べるようになるよ

うにと願っていました。トングが２つしかなかったので売り手は２人。活発なA児たちが「いらっしゃ

い、おいしいケーキ屋さんですよ。」と遊びをリードする中で「今度は私にやらせて。」と売り手と買い手

を交代したり、また他の遊びをしていた子たちも時折加わったりしながら、ケーキ屋さんは繁盛していま

した。しかし、M児はあまり売り手になっていません。保育者は、こどもたちの交代の様子を見ながら次

はM児の番であることを伝えて交代のサイクルの中に入れ、M児が売り手の時はたくさん買い、活躍の

場を多くしていきました。また、どうしたらみんなが同じように売り手になれるか話し合い、互いに思い

やりをもちながら遊べるようにと願って見守っていきました。

ケーキ屋さんが続く毎日の中で、M児はなかなか「次はわたしに（売り手を）やらせて。」と言えず売

り手になっていないのですが、店の中に入ってトングを持つ友達に箱を渡したり予備のケーキをケースに

並べたりすることを進んで行っています。自分なりにお店の人としての役割を楽しんでいるとも受け取れ

ました。

多くのこどもたちがケーキ屋さんごっこに十分満足すると他の遊びに移っていったのですが、それから

もM児は毎朝保育室前のテラスに店を出してケーキを並べました。お客さんが来なくてもケーキを作っ

たり並べ替えたりして遊んでいました。そこに年少児がやって来ました。優しいM児は年少児に寄り添

うように「ケーキ、食べる？」「どれがいい？」「これはプリンパフェ、すごくおいしいよ。」と話し、ケー

キ屋さんの主人公になって楽しみました。ケーキ屋さんが繁盛している様子が目に入ると、時折クラスの

友達もまた戻ってきます。友達の「入れて。」の声に「いいよー。」と大きな声で応える自信たっぷりのM

児の姿がありました。
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１ こどもの姿

運動会で力いっぱい体を動かすことの心地よさを味わい、また友達と力を合わせ

るともっと大きな力になることを知ると、気の合う友達の輪が広がっていきます。

日々積み上げてきた遊びや頑張って取り組んだ遊びが大勢の人たちに認められて

得た満足感は、次の遊びへの期待となって自らの活動を促します。

２ 考察

協同性が芽生え友達と遊ぶことを楽しんでいる子もいれば、集団ではなく自分な

りの遊びを楽しんでいる子もいます。M児に対し保育者は、個の遊びをより豊かに

することに加えて、自分の思いを遠慮せず友達に伝え友達と関わることの楽しさを

感じてほしいと願っています。しかしながら、保育者の願いが M児の重荷にならな

いよう、まずは M児の思いを温かく受け止めることを大切にし、M児が安心して自

分の思いを出せる時を見届け、その時間を十分に確保しています。

友達の気持ちに気付き、思いやりの気持ちが芽生える時ですが、その時がこども

の内面に自然に訪れるように、個や学級での話し合いのもち方を工夫しています。

３ 指導のポイント

こどもの活動意欲を高めるための環境構成を工夫します。秋は自然の実りがいっ

ぱいです。今まで楽しんできた自然物を使った遊びをもとに、新たな遊び方も見付

けます。身近な自然をふんだんに生かした遊びを展開していきたいものです。

こどもが何に興味・関心があるかを考え、使いたい時に使えるように道具や素材

を準備します。イメージを膨らめ、それを友達と共有しながら遊びを進める中で、

見通しをもったり様々な段取りに気付いたりします。保育者の適切なタイミングで

の援助により、友達と協力して取り組んだ達成感を味わえるようにします。

自分のイメージを友達にうまく伝えられないでいる時は、まずはその子のもって

いるイメージを丁寧に聞き、そのイメージが伝わるような手立て（図鑑や写真等）

を一緒に探し、保育者も友達との話合いに入って安心して自分のイメージを伝えら

れるような場を作ります。伝え合えない時は個々の取り組みを大切にすることもあ

ります。
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【事例５ ５歳児】 「こうするといいんじゃない？」
「そうかなぁ、でも、このやり方もいいよ」

以前から男児は恐竜について興味を広げていました。保育者は、年長学年の後半を迎えるに当

たって、これを発展できないものかと大きなダンボール箱を用意しておきました。大勢の男児が

気付き、ダンボール箱の中に入って隠れたり通り抜けたり空き箱で作った恐竜を持ち込んだり

して遊び始めました。次第に遊びに加わるこどもたちも増えてきました。

そこで保育者は、クラス全員でこの遊びを共有する話し合いをもちました。男児が勢いよく恐

竜王国の説明をする姿にみんなが楽しそうな雰囲気を感じとり、遊びたいという思いが高まり

ました。イメージしていたことは、いろいろな種類の恐竜が住んでいる、好きな恐竜は様々であ

ること、恐竜は大きくて強くてかっこいい、大昔は恐竜同士の戦いがあった、ジャングルみたい

な所で大きい川や洞窟、火山もある、海に住む恐竜や空を飛ぶ恐竜もいる、化石が出てくるなど

でした。各自がイメージするところから作り始めようということになり、「○○ちゃん、一緒に

作ろう。」と気の合う４～５名のグループになって、恐竜や大木を作り始めました。

表面に表れる部分から作り出し、しっかりとした土台がないまま接合しようとするので失敗

続きでしたが、協力したり先に何をすればよいか話し合ったりして進めるようになりました。少

しずつ製作活動の段取りが見えてきました。頂上からマグマが噴き出すように山を作りたいＡ

児は、ダンボール箱に赤い画用紙を取り付け、山の頂上に付けようとしましたが、とがっている

ためにまっすぐにはつきません。Ｂ児が山の土台となっている中のダンボールの上に置けばま

っすぐに立ち上ることを提案しました。でも、そうするには、山の外側のダンボールを剥ぎ、も

う一度やり直さなくてはなりません。Ａ児はそれは嫌です。山からつながっている洞窟も壊した

くありません。「そんなの、大変じゃん。壊さないでもできるからＢ君、ここ、持っていて。（踏

み台にする）イスを持って来て。」と命令します。Ｂ児も協力しますが、何回やってもうまくい

きません。Ｂ児は、「だからこの方法はだめだって。ここを一回外してからじゃないとできない

よ。爆発の火を出したいんならやり直せばいいじゃん。やり直しが嫌なら火だけくっつけておけ

ばいいよ。」とＡ児のやりたいことがＡ児のやり方では無理だということを主張します。しかし、

Ａ児は自分の考え通りやろうとします。何回試みても成功せず、仕方なくＢ児の考えを受け入れ

て、外側のダンボールを慎重に剥がし始めました。Ｂ児Ｃ児も見守っています。ダンボールはう

まく剥がれました。ほっとしたＡ児は、さらに慎重に洞窟が壊れないように火のついた箱を乗せ

ようとしました。Ｂ児Ｃ児も両手で土台の箱を支えます。その時、洞窟になっていたダンボール

が支えを失いペシャンコになってしまいました。落胆したＡ児は「だから言ったじゃん。Ｂ君が

悪い。」と不満を言い続けました。Ｂ児は時々口をはさみながらも聞いていましたが、ゆっくり

と直し始めました。「Ａ君、僕がここ持っているから、ガムテープ貼って。洞窟をもっと強くす

れば大丈夫だよ。」Ｂ児の落ち着いた態度に少しずつ気を取り直したＡ児は「こうすればいい？」

など、Ｂ児の考えに応じてみようとする気持ちになりました。

Ａ児に友達との協調性の育ちを願う保育者は、この様子を気にしながら見守り、この日の活動

後グループの４人で振り返りの話し合いをしました。
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１ こどもの姿

運動会で皆と一緒に励まし合ったりくじけずに目標を目指してやり遂げようと

頑張ったことの達成感を味わった年長児は、楽しさや面白さを追究し、友達と積極

的に関わり様々な感情の交流をしながら、さらに新たな遊びを創り出し、没頭しま

す。これまでの一つ一つの体験が相互に結び付き、園生活が充実していきます。

２ 考察

大きなダンボール箱を使って大好きな恐竜を作ることは、とても楽しみな活動で

す。自由に想像できること、いろいろな素材や用具を使うこと、自分なりに工夫で

きることは楽しく、好奇心や探究心を膨らませ、どの子も進んで取り組みました。

気の合う友達とグループを作って取り組んだことで、思ったことや考えたことを

自由に言うことができ、伝え合いを活発にしました。「この箱を使おう。」「うん、い

いね。」と共感し、「目はこれならぎょろぎょろできる。僕が作るよ。」「僕は強い角

を作るよ。」と役割を分担したり、「まだ塗らないで。先にガムテープで貼ってから

にしよう。」と活動の見通しを共有したりしていました。

Ａ児は、アイデアが豊富で好きな遊びにはとことんのめり込みます。その力は皆

が認めるところです。しかし、自己主張が強いのでトラブルになることも多く、特

に仲のよい友達はいませんでした。保育者はＡ児の重点目標を「共通の目的に向か

って友達と協力して取り組む楽しさを十分に味わう」としていました。活動に入る

とき友達を探していたＡ児に保育者はリーダー性のあるＢ児達とグループになっ

たらどうかと促しました。Ａ児は寛容なＢ児に支えられながら次第に相手の考えを

受け入れることができるようになっていきました。

また、グループの皆はＡ児の考えを確かめるために図鑑で確認したり、いろいろ

な材料で試して最適な方法を見つけ出そうとしたりしました。その時々の必要感に

基づいて、自分と関わりのある物の素材や数量、形、重さ、空間などを捉えたり関

連性に気付いたりしていました。

３ 指導のポイント

一人一人のこどものよさや特徴を把握し、よさが影響し合って、一人ではできな

くても力を合わせれば可能になるという気持ちが育つようにすることが大切です。

友達とのコミュニケーションを通じて共通の目的が生まれる過程や、試行錯誤し

ながらも一緒に実現に向かおうとする過程、いざこざなどの葛藤体験を乗り越えて

いく過程を大切に受け止めていくことが重要です。そして、その過程や変容を子ど

も自身が実感できるようにしていくことが必要です。
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【事例６ ５歳児】 「小さい子は怖がるかも」

１ こどもの姿
こどもは遊びを共有する楽しさを友達と味わうことで、何日も継続する遊びを創

り出していきます。保育者はこどもの遊びに入り、一緒にイメージを共有すること

で、遊びの楽しさだけでなく、こどもの抱える困り感の理解者となることができま

す。困り感を解決していく方法を保育者だけでなく、クラス皆で相談し解決しよう

運動会の後、戸外で3人のこどもたちがお化けごっこを始めました。お化けになって脅かし

たり、逃げたりしていたので、保育者も遊びに入り、一緒になって怖がったり楽しんだりしてい

きました。それが何日か続いた後、「室内でお化け屋敷をやりたい。」と言い出した子がいました。

「外だと、他学年の子がお化けを退治しに来て、楽しくなくなってしまったから。」と言うので、

それを振り返りの際、クラス全体に投げかけてみると「部屋でやればいいよ。」「部屋を暗くして

壊れない迷路にしたい。」「いろんなお化けを作りたい。」等のイメージが次々出てきて、お化け

屋敷迷路を作ろうということになりました。具体的に材料の話になり「大きな段ボールで作りた

い。」と言う声を聞くと、他の遊びも作りたいと言う子も出てきて、クラスの中は大賑わい。１

０月後半からお化け屋敷、お店、どんぐりコースターゲーム作りに取り組んでいくことになりま

した。

お化け屋敷迷路のこどもたちは部屋を黒いビニール袋で覆って暗くし、段ボールを長くつな

げ、分かれ道を作ったり、中にお化けを吊り下げたり、自分がお化けになったりしていきました。

「お化けを光らせたい。」と言うので蛍光絵の具を用意すると、段ボールにお化けを描いていき

ました。そこで、ブラックライトを設置するとお化けが光って浮かび上がり、大喜び。

お店のこどもたちは、寿司や焼きいかなどを作り「ミラクルお店や」等と自分たちで名前を決

めて店の前に貼り出しました。一人一店舗で始めたお店でしたが、隣と合体した店も現れ「お店

がたくさんだから商店街にしたい。」とも言いだし、商店街の名前が書かれた横断幕も作成。売

り買いが始まりました。

どんぐりコースターゲームでは、何度も失敗を繰り返し、試行錯誤をしながら傾斜を高くした

り、得点板や穴も作ったりして、どんぐりが転がる楽しさを味わっていきました。

遊びが進む中で、時には意見がぶつかりトラブルも経験しましたが、その都度考え合う中で、

少しずつ譲ったり順番を守ったりすることを学んでいきました。何日かかけて自分たちの遊び

に満足すると「小さい子を呼びたい。」という子が現れました。振り返りで、その子の意見を取

り上げると「小さい子は怖がるかも。」「字が読めないから、どうしよう。」「お金を持ってないか

もしれないよ。」と言う子も現れ、「お店がやっていない時は『×』って書いた看板を置いておく

のはどう？」「銀行を作ってお金を渡せばいいんじゃない？」等の意見が出てきて、○や×の看

板ができたり、紙のキャッシュカードを入れるとお金が出てくるATMができて銀行屋になる子

も現れたりしました。

小さい組を招待した当日は、キャッシュカードを渡され、ATMでお金をたくさんもらった小

さい組を案内する子や、怖くないように手をつなぐ子も出てきて、園全体で楽しむ遊びになって

いきました。自分たちの遊びを満足したこどもたちは、自分より小さいこどもたちの気持ちを考

え、行動していくようにもなり、かかわりの中で自信をつけていったようです。
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とする経過は問題解決力育成の具体の姿と言えるかもしれません。自分の問題を保

育者が心配し、友達も理解しようとしてくれるという感覚は信頼感となり、他者理

解や思いやりの芽となって、遊びを創り出す力や、遊びの達成感につながっていき

ます。

２ 考察
自分たちの遊びを充実したいという出発点で始まる遊びは、遊びの必要感をこど

もたちが感じているだけに意欲的に進んでいきます。大きなダンボール等の素材か

らイメージを膨らめるこどもと、自分の作りたい物をどう形にするか探っていくこ

どもなど、遊びを形にしていく方法には様々なケースがありますが、多様な素材や

用具を準備するだけでなく、保育者もこどもの思いが具現化できる方法を一緒に考

えることが必要です。

どの子も自分のやりたい思いをもち遊びを創っていく過程では、自分の思いを出

し合ったり、友達のアイデアに刺激を受けたり、時にはぶつかったりを経験してい

きます。その中で、思い通りにならないもどかしさを感じたり、歩み合ったり、譲

り合ったりする経験は、自己コントロール力や、コミュニケーション力、他者理解

など様々な学びとなっていきます。

年長児になると、自分たちの遊びに達成感を味わうと、異年齢のこどもとかかわ

りたい思いが広がっていきます。小さい子とのかかわりは、同年齢のこどもたちと

の生活とは違った視点で生活を見直す経験にもなります。B児はクラスの中では目

立たず、自分を表現することに消極的な子でした。ところが、年中児を招待した時

には率先してかかわり、手をつなぎながら案内する生き生きした姿を見せ、保育者

が優しさを認めることで、自信をもっていきました。B児だけでなく、異年齢児と

のかかわりは、年長としての自覚や自信、優しさや思いやりにもつながっていきま

す。

３ 指導のポイント
こどもたちの遊びの中で、こどもの興味や思いを捉えるだけでなく、必要感、困

り感を把握することも大切です。また、クラス全体の遊びに発展していく際は、一

人の意見で進むことがないように、一人一人のこどもの思いを大切にしながら、ど

の子も自分なりの思いをもって遊びに取り組んでいくことができるように配慮し

たいものです。保育者は遊びのできばえよりも、試行錯誤しながら、こどもの思い

が具現化していく後押しをしていくことが大切であり、それがその子なりの達成感

となっていきます。こどもの発想が形になっていくためには、保育者のアイデアも

必要となってくるでしょう。一緒に考え、探りながらこどもと遊びを創っていくこ

とは、保育の楽しさを創っていくことと言い換えてもよいかもしれません。

また、異年齢児との交流は、自分たちの遊びの満足感を十分味わうことが大切で

す。自分たちが満足していくことで、興味の対象が異年齢児にも広がっていきます。

また、遊びの過程で、発想だけでなく、優しさや思いやりを認め、価値づけていく

ことが、年長としての自覚や自信につながっていきます。
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第３章 教育課程と全体的な計画

１ 幼稚園における教育課程の編成について

(1) 教育課程の役割

教育課程とは、各幼稚園の教育目標に向かって、どのような道筋をたどって教

育活動を進めていくかを明らかにした計画（幼稚園での生活づくりを大まかに見

通したプラン）です。

各幼稚園では、教育基本法や学校教育法などの法令及び幼稚園教育要領に基づ

き、こどもの心身の発達の実情や幼稚園及び地域の実態に適応した教育課程を創

意工夫して編成します。また、教育課程の実施状況を評価してその改善を図って

いくことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各幼稚園の教育活

動の質の向上を図るよう努めることが重要です。

(2) 教育課程編成上の基本事項

それぞれの幼稚園は、その幼稚園における教育期間の全体にわたって幼稚園教

育の目的、目標に向かってどのような道筋をたどって教育を進めていくかを明ら

かにする必要があります。そのため、幼稚園教育において育みたい資質・能力を

踏まえつつ、各幼稚園の特性に応じた教育目標を明確にし、幼児の充実した生活

を展開できるような計画を編成して教育を行うことが大切です。

ア 教育課程の編成

(ｱ) 「ねらい」と「内容」を組織する

教育課程の編成に当たっては、幼稚園教育要領に示されている「ねらい」

や「内容」をそのまま教育課程における具体的な指導のねらいや内容とする

のではなく、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」との関連を考慮しな

がら、幼児の発達の各時期に展開される生活に応じて適切に具体的なねらい

や内容を設定する必要があります。

具体的なねらいと内容を組織するに当たっては、入園から修了までの教育

期間において、幼児がどのような発達をしていくかという発達過程を捉える

必要があります。それぞれの発達の時期において幼児は主にどのような経験

をしていくのか、また、教育目標の達成を図るには、入園から修了までどの

ような指導をしなければならないかを、各領域に示す事項に基づいて明らか

にしていく必要があります。

(ｲ) 幼児期の発達の特性を踏まえる

幼児期においては、自我が芽生え、自己を表出することが中心の生活から、

次第に他者の存在を意識し、他者を思いやったり、自己を抑制したりする気

持ちが生まれ、同年代での集団生活を円滑に営むことができるようになる時

期へ移行していきます。教育課程の編成に当たっては、このような幼児期の

発達の特性を十分に踏まえて、入園から修了までの発達の見通しをもち、き

め細かな対応が図れるようにすることが大切です。

(ｳ) 入園から修了に至るまで長期的な視野をもつ

発達の時期を捉えるためには様々な視点があり、それぞれの幼稚園の実情
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に応じて考えるべきものです。このような視点の一つとして、教育課程が、

指導計画を作成し、環境に関わって展開される生活を通して具体的な指導を

行うための基盤となるものであることから、

・幼児の幼稚園生活への適応の状態、興味や関心の傾向

・季節などの周囲の状況の変化などから実際に幼児が展開する生活が大きく

変容する時期を捉えることなども考えられます。

(ｴ) 教育課程の編成の実際

教育課程はそれぞれの幼稚園において、全教職員の協力のもと、園長の責

任において編成するものです。法令や幼稚園教育要領等に示されていること

についての理解を十分にもつと同時に、幼児の発達過程や実情を的確に把握

し、実践を通してそれぞれの幼稚園の実態に即した教育課程となるようにす

ることが大切です。

(ｵ) 教育課程の評価・改善

教育課程の評価・改善は、指導計画で設定した具体的なねらいと内容等の

ように比較的直ちに修正できるものもあれば、人的、物的諸条件のように、

比較的長期の見通しの下に改善の努力をしなければならないものもありま

す。また、園内の教職員や設置者の努力によって改善できるものもあれば、

家庭や地域の協力を得つつ改善の努力を必要とするものもあります。それら

のことを見定めて教育課程の改善を図り、一層適切な教育課程を編成するよ

うに努めましょう。

イ 教育週数

毎学年の教育課程に係る教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週
を下ってはなりません。

ウ 教育時間

幼稚園における教育時間の妥当性及び家庭や地域における生活の重要性を

考慮して４時間が標準となっています。

＜ 入園から修了に至るまでの発達の一例 ＞

①一人一人の遊びや教師との触れ合いを通して幼稚園生活に親しみ、安

定していく時期

②周囲の人やものへの興味や関心が広がり、生活の仕方やきまりが分か

り、自分で遊びを広げていく時期

③友達とイメージを伝え合い、共に生活する楽しさを知っていく時期

④友達関係を深めながら自己の力を十分に発揮して生活に取り組む時期

⑤友達同士で目的をもって幼稚園生活を展開し、深めていく時期

＜ 具体的な作成手順の例 ＞

①編成に必要な基礎的事項についての理解を図る。

②教育目標に関する共通理解を図る。

③幼児の発達の過程を見通す。

④具体的なねらいと内容を組織する。

⑤教育課程を実施した結果を評価し、次の編成に生かす。
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それぞれの幼稚園においては、幼児の年齢は教育経験などの発達の違いや季

節などに適した教育時間を定める必要があります。

(3) 教育課程の編成上の留意事項

ア 入園から修了までの生活

教育課程の編成や指導計画の作成においては、入園から修了まで幼児の生活

する姿がどのように変容するかという発達の過程を捉え、発達の見通しをもつ

ことが大切になります。

入園から修了までの幼児の生活する姿は、幼稚園の実態によって様々であり、

それぞれの幼稚園においてその実態に即した方法で捉えることが必要です。

幼児は、必要な経験を積み重ねることによって初めて望ましい発達が促され

ていきます。先を急ぎすぎたり、幼児にとって意味ある体験となることを見逃

してしまったりすることがないようにしましょう。

イ 入園当初の配慮

入園当初の幼児について、中でも特に３歳児については、自我の芽生え始め

る時期であること、家庭での生活経験などの差による個人差が大きい時期であ

ることなどの発達特性を踏まえ、一人一人に応じたきめ細かな指導が一層必要

です。また、一人一人の生活の仕方やリズムに配慮して１日の生活の流れを考

えましょう。さらに、３歳児は周囲の状況を顧みず、興味のまま動いてしまう

こともあります。そのため、安全については十分な配慮を心掛けましょう。

また、満３歳児は学年の途中から入園するため、集団での生活の経験が異な

る幼児が共に生活することになります。この頃の幼児はありのままの自分を出

しながら幼稚園生活を始めており、教師は心の動きに寄り添った関わりをする

こと、一人一人の生活の仕方やリズムを尊重することが大切です。

ウ 安全上の配慮

幼稚園においては、幼児が健康で安全な生活を送ることができるよう、全職

員で協力して取り組まなくてはなりません。幼児の事故は、原因は様々ですが、

そのときの心理的な状態と関係が深いといわれています。日々の生活の中で、

教師は幼児との信頼関係を築き、個々の幼児が安定した情緒の下で行動できる

ようにすることが大切です。

また、幼児期は発達の特性として、友達の行動の危険性は指摘できても、自

分の行動の危険性を予測できないということもあるので、友達や周囲の人々の

安全にも関心を向けながら、次第に幼児が自ら安全な行動をとることができる

ように、発達の実情に応じて指導を行う必要があります。

(4) 全体的な計画の作成

各幼稚園においては、教育課程を中心に教育課程に係る教育時間の終了後に行

う教育活動の計画、学校保健計画、学校安全計画などと関連させ、一体的に教育

活動が展開されるよう全体的な計画を作成します。
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２ 幼保連携型認定こども園における「全体的な計画」の作成について

(1) 「全体的な計画」の役割

幼保連携型認定こども園における「教育保育の内容並びに子育ての支援等

に関する全体的な計画」（以下､｢全体的な計画｣という｡）の作成に当たって

は、認定こども園法、教育基本法、児童福祉法、学校教育法及び学校保健安

全法等の法律の他、これらに関係する政令や省令、教育・保育要領により、

いろいろな定めがなされています。これらに従って、家庭や地域の実態に即

し、園長の責任の下、全職員が協力して作成する必要があります。

全体的な計画は、｢幼児期の終わりまでに育ってほしい姿｣を踏まえて、幼

保連携型認定こども園の全体像を包括的に示した園の基本構想等となるもの

で、園内だけでなく、地域・社会に伝播する役割があります。

(2) 「全体的な計画」の作成上の基本事項

幼保連携型認定こども園においては、こどもが充実した生活を展開できる

よう、こどもの入園から修了までの在園期間全体を見通した全体的な計画を

作成する必要があります。全体的な計画は、各園の目的や目標に向かってど

のような道筋をたどって教育及び保育を進めていくのかを明らかにしたも

ので、作成する際は下記の事項に留意しましょう。

ア 「全体的な計画」の作成の手順

(ｱ) ねらいと内容を組織する

各園において全体的な計画を作成する際には、｢幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿｣との関連を意識しながら、園児の発達の各時期に展開さ

れる生活に応じて適切に具現化したねらいと内容を設定する必要があり

ます。

満３歳児以上のこどもの具体的なねらいと内容を組織するに当たって

は、こどもの年齢、集団生活や教育・保育経験などによる心身の発達や

季節などにより、全体的な計画における教育課程に係る適切な教育時間

を設定しなければなりません。また、こどもがどのような発達をしてい

くかという発達の過程を捉える必要があり、それぞれの時期においてこ

どもはどのような体験をしていくのか、目標の達成を図るにはどのよう

な指導をしなければならないかを、各視点や領域に基づいて明らかにし

ていくことが必要です。

特に、満３歳未満のこどもは、発達の特性から見て、各視点や領域を

明確に区分することが難しいことや、個人差が大きいことなどを考慮し、

工夫してねらいと内容を組織しましょう。
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(ｲ) 乳幼児期の発達の特性を踏まえる

乳幼児期においては、自我が芽生え、自己を表出することが中心の

生活から、次第に他者の存在を意識し、他者を思いやったり、自己を

抑制したりする気持ちが生まれ、同世代での集団生活を円滑に営むこ

とができるようになる時期へ移行していきます。全体的な計画の作成

に当たっては、このような乳幼児期の発達の特性を十分に踏まえて、

入園から修了までの発達の見通しをもち、きめ細かな対応を図ること

ができるようにすることが重要です。

(ｳ) 入園から修了に至るまでの長期的な視野をもつ

発達の時期を捉えるためには様々な視点があり、各幼保連携型認定

こども園の実情に応じて考えるべきものです。全体的な計画は、具体

的な指導を行うための基盤となるものですから、こども一人一人の生

活の仕方やリズムに配慮して一日の流れを考えたり、保育者が仲介し

てこども同士のつながりを作るようにしたりなど、こども一人一人が

安定して過ごすことができるよう配慮することが必要です。

イ 教育週数

満３歳以上の園児の教育課程に係る教育週数は、特別な事情のある場合を

除き、39週を下ってはなりません。

＜ 具体的な作成手順（例）＞

① 作成に必要な基礎的事項についての理解を図る。

② 各幼保連携型認定こども園における教育及び保育の目標に関する共通

理解を図る。

③ 園児の発達過程を見通す。

④ 具体的なねらいと内容を組織する。

⑤ 教育及び保育の内容に関する全体的な計画を実施した結果を評価し、次

の作成に生かす。

＜入園から修了に至るまでの発達の一例＞

① 保育者との触れ合いを通して、安定していく時期

② 周囲の人やものへの興味や関心が広がり、自分で生活や遊びを

広げていく時期

③ 新たな友達（在園時間が異なる友達）との出会いから、保育者

と共に新しい園生活をつくり直す時期

④ 保育者や友達と共に過ごす中で、園生活の仕方や決まりが分か

り、友達とイメージを伝え合い、共に生活する楽しさを知って

いく時期

⑤ 友達関係を深めながら自己の力を十分に発揮して生活に取り組

む時期

⑥ 友達同士で目的をもって園生活を展開し、深めていく時期
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ウ 教育時間

１日の教育課程に係る教育時間は、４時間を標準とします。ただし、こど

もの心身の発達の程度や季節など適切に配慮しましょう。

エ 保育時間等

幼保連携型認定こども園の保育を必要とする園児に対する教育及び保育

の時間（満３歳以上の保育を必要とする園児の教育時間を含む）は、１日

に付き８時間が原則です。ただし、こどもの保護者の労働時間、その他家

庭の状況等を考慮して定めます。

(3) 実施上の留意事項

「全体的な計画」はそれぞれの園において、全保育教諭等職員の協力の下に園

長の責任において作成するものです。その際、園や地域の実態を把握して、特

色を生かし、創意のある「全体的な計画」を作成しなければなりません。

これらの実施に当たっては、園長の方針の下に、園長が定める園務分掌に基

づき、全保育教諭等職員が適切に役割を分担し、相互に連携することが必要で

す。

３ 指導計画の作成

(1) 指導計画とは

ア 指導計画を作成する理由

指導計画とは、教育課程や全体的な計画を実施するためにこどもの生活に即

して具体的に作成する計画のことです。日々の園生活の中で、こどもがいろい

ろな経験を積み重ねていくことによって、乳幼児期に育てたい力がこどもたち

それぞれの力となるよう計画性のある教育・保育をしていくことが大切です。

そのために、具体的なねらい、内容、環境の構成など、指導の順序や方法につ

いて予想し、計画を立てます。

指導計画は、一つの仮説であり、実際に展開される生活に応じて、常に改善

していく必要があります。実情に応じた柔軟な指導が求められます。

イ 指導計画の種類

指導計画には、長期的な見通しをもった計画と、より具体的な短期の計画が

あります。

長期･･･年、学期、月、あるいは発達の時期を単位とした計画、行事計画等

教育課程や全体的な計画に沿ってこどもの生活を長期的に見通

しながら、具体的な指導の内容や方法を大筋で捉える。

短期･･･週、日を単位とした計画

長期の見通しを基に具体的な毎日の生活に即して、一人一人のこ

どもの興味、関心、発達の実情に応じたねらいや内容に重点を置く。
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幼児の思いをつなぐ指導計画の作成と保育の展開

令和３年２月 （文部科学省）より

(2) 発達を見通した指導計画の作成

指導計画を作成するために何より大

切なことは、こどもの発達の実情を捉

えることです。

一般に「発達」を理解するとき、そ

れぞれの年齢で発達を捉えがちですが、

これらは一人一人のこどもに必ず当て

はまるものとは限りません。

こどもの発達は、それぞれの園の実

態や保育者の関わり方、家庭での生活

などによって異なったものになります。

したがって、それぞれの園において

はこどもに何が育とうとしているのか、

どのような興味、関心があるのかなど

を一つ一つ丁寧に捉えていくことが大

切です。

遊びや生活を通して一人一人のこど

もの発達する姿を捉え、それに基づい

て具体的にこどもの育ちを見通した計

画を作成していきます。

(3) 長期の指導計画作成の手順や考え方

「教育課程」や「全体的な指導計画」をもとに、こどもの生活や発達の過程を

見通しながら具体的に作成していくものが「長期の指導計画」です。

以下では、期ごとに作成する計画（期案）を例に挙げていきますが、その他の

長期の指導計画であっても手順や考え方、留意点は変わりません。

【長期の指導計画（期案）作成の手順や考え方・留意点】

①前の期のこどもの姿を振り返る

前の期の振り返りや評価から、こどもに育ったこと、課題となっていることな

どを把握し、指導計画に生かしていくことが必要です。

②具体的な「ねらい」や「内容」を設定する

保育者は、こどもと生活を共にしながら、こどもの中に育つもの、育てたいも

のは何か（ねらい）、そのために経験する必要があること、経験させたいことは

何か（内容）などを感じ取っていくことが大切です。

保育者が「こどもに･･･させたい。」という考えを先行させるのではなく、「こ

どもは何をしたいのか。」を大切にし、こどものやりたいことがどのような方向

に行くのか、そこで得ていく体験はこどもにとってどのような意味があるのかな

どを考え、具体的なねらいや内容を設定していきましょう。
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③必要な体験が得られるような状況をつくり出す

ねらいに向かって、保育者はどのように活動を設定し、どのように援助して

いくのか、どのような環境をつくり出していくことがよいのかを具体的に考え

ていきます。

ア 環境の構成

環境には、場や空間、人やもの、身の回りに起こる事象、時間、それ

らが醸し出す雰囲気など様々な要素が含まれています。環境構成では、

そうしたものを相互に関連させながら、こども一人一人がねらいに向か

っていくための体験が得られるような状況を、どのようにつくり出して

いくかを考えることが大切です。この場合、保育者の果たす役割が大き

な意味を持つことを考慮して、計画の中に位置付けていくことが大切で

す。

イ 活動の展開と保育者の援助

遊びは、こどもの興味や関心から生まれ、こどもが主体的に展開していく

ものです。しかし、放任していたのでは、充実した遊びにはなりません。

保育者は、遊びが様々に変化していくことを予想しながら、こどもが望

ましい方向へ自ら活動を展開していくことができるよう適切に環境を構

成し、援助をしていく必要があります。

(ｱ) 必要な援助とは

・見守る

・受容する

・共感する

・応援する

・発想をゆさぶる

・疑問を投げ掛ける

・モデルになって見せる

・手伝う

・こども同士の橋渡しをする

・友達の遊びに目を向けさせる

・仲間になる

・一緒に遊びを考える、提案する 等

(ｲ) 援助をするためのポイント

・保育者の予想とこどもの活動のずれを見付け、柔軟に対応する。

・活動名にこだわらず活動の質を考える。

(4) 短期の指導計画作成の手順や考え方

「長期の指導計画」をもとに、より具体的に週案や週日案、日案等の「短期の
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指導計画」を作成し、指導をしていきます。

週案や日案等を作成していく際には、「長期の指導計画」での手順や考え方、

留意点等に加えて、生活の流れやリズム、環境の構成などを含め、保育者の指導

をより具体的にイメージして作成する必要があります。

ア こどもの生活に即した計画

日案や週案などは、一日や一週間の生活の中のこどもの具体的な姿か

ら、一人一人の興味や関心、発達などを捉え、長期の指導計画と関連さ

せながら、ねらいや内容、環境の構成、援助などについて実際のこども

の姿に結び付け具体的に作成するものです。

作成に当たって特に重要なことは、こどもの生活のリズムに配慮し、

こどもの意識や興味が連続性をもつよう活動を相互に関連させて、園生

活の自然な流れの中に組み込まれるようにすることです。

イ 日案や週案の形式

保育をする保育者自身がこどもの生活を的確に受け止めて適切に指導

するために分かりやすいものであることが大切です。また、こどもを保

育するのは、担任保育者一人だけではありません。全教職員が協力して

進めるものですから、他の保育者にも保育の意図が伝わりやすいもので

あることも大切な条件です。各園の方針や実情に合わせて創意工夫をし

ていきましょう。

(5) 評価を生かした指導計画の改善

指導計画は、こどもの実態及びこどもを取り巻く状況の変化などに即して、

指導の過程の反省や評価を適切に行い、常に改善を図ります。

その際に行う評価は、こどもの発達の理解と保育者の指導改善という両面

から、次のことに留意して行うことが大切です。

○こども理解に関して

○指導に関して

園における評価とは、こどもとこどもとを比較して優劣をつけて評価す

ることではありません。

保育の中でこどもの姿がどのように変容しているかを捉えながら、そのよ

うな姿が生み出されてきた様々な状況が、適切であったかについて立ち止ま

って考え、保育をよりよいものに改善するための手掛かりを求めるように評

・こどもの生活実態の理解が適切であったか。

・こどもの発達の理解が適切であったか。

・指導計画で設定した具体的なねらいや内容が適切

であったか。

・環境の構成が適切であったか。

・こどもの活動に沿って必要な援助が行われたか。
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価しましょう。

保育者は、目の前にいる一人一人のこどもと向き合いながら、こどもの

言動や表情からそのこどものよさや可能性、発達していく姿、心の動きな

どを受け止め、理解しようと努力することが大切です。

保育者が目の前のこどもをどう理解するかは、保育者自身の保育に対す

る姿勢やこどもの見方によって左右されます。こどもを理解することは保

育者の関わり方に目を向けることでもあるのです。

また、このようなこども理解を自分一人だけで行うことが難しい場合も

少なくありません。他の保育者と保育や記録を見合い、それらに基づいて話

し合うことが、自分一人では気付かなかったこどもの姿や思い、自分の保育

の課題の気付きにつながります。そして、そのことが、多面的な評価を行う

保育者の目を磨いていくのです。

一年の終わりには、一年を振り返って、そのこどもの発達の姿を指導要録

「指導に関する記録」に記入します。

(6) 指導計画作成上の留意事項

ア 体験の多様性と関連性

こどもが心身ともに調和のとれた発達をするためには、園生活を通して、発

達の様々な側面に関わる多様な体験を重ねることが必要です。こどもが自分で

考え、判断し、納得し、行動することを通して生きる力の基礎を身に付けてい

くために重要なことは、体験の質です。あることを体験することにより、それ

こども理解を深めるために

こども一人一人に、何が育ち、何が育とうとしているかを

捉え、育ちにつながる援助をしていく。

・こどもとの信頼関係づくり

・登降園の折に

・連絡ノートより

・家庭での体験

・園での体験

・地域での体験

今までの体験

家庭からの情報

・生活の変化を読み取る

・こどもの姿を生み出す状況を捉える

・こどもへの関わりを振り返る

保育の記録→読み取り

・協力体制づくり

・園内研修の充実

多くの目で

触れ合いを通して

長い目・広い目・確かな目で見つめる

子ども理解
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がこども自身の内面の成長につながっていくことこそが大切なのです。

心を動かされる体験はこども自身の中に定着します。そして、次の活動への

動機付けにもなり、一定期間経た後に、新たな活動の中に生きてくることもあ

ります。すなわち、一つの体験がその後の体験につながりをもつというように、

体験と体験が関連してくるのです。それは体験の深まりであり、広がりになり

ます。

一つ一つの体験は独立したものではなく、他の体験と関連性をもつことによ

り、体験が深まり、その結果、園生活が充実したものになるのです。

イ 言語活動の充実

こどもは、保育者や友達と一緒に活動したり、言葉を交わしたりすることを

通して、次第に日常生活に必要な言葉が分かるようになります。また、身近な

人との関わりでは、見つめ合ったり、うなずいたり、微笑んだりなど、言葉以

外のものも大切になります。

園においては、言語に関する能力の発達が思考力等の発達と相互に関連して

いることを踏まえ、園生活全体を通して、遊びや生活の様々な場面で言葉に触

れ、言葉を獲得していけるような豊かな言語環境を整えるとともに、獲得した

言葉をこども自らが用いて、友達と一緒に工夫したり意見を出し合ったりして

考えを深めていくような言語活動の充実を図ることが大切になります。

園生活を通して、より豊かな言語環境を創造していくためには、まず、こど

もが自分なりの言葉や言葉以外のもので表現したとき、それらを保育者自身が

受け止め、言葉にして応答していくことでこどもが伝え合う喜びや楽しさ、表

現する面白さを感じられるようにしましょう。

また、遊びの中で、歌遊びや手遊び、絵本や紙芝居の読み聞かせ、しりとり

や言葉集め、かるた作りなどといった活動を意図的に取り入れ、こどもが言葉

に親しむ環境を工夫し、言語活動を充実させていくことが大切です。

ウ 情報機器の活用

乳幼児期の教育・保育においては、生活を通してこどもが周囲に存在するあ

らゆる環境から刺激を受け止め、自分から興味をもって環境に関わることによ

って様々な活動を展開し、充実感や満足感を味わうという直接的な体験が重要

です。

そのため、視聴覚教材やテレビ、コンピュータなどの情報機器を有効に活用

するには、その特性や使用方法を考慮した上で、こどもの直接的な体験を生か

すための工夫をしながら活用していくことが大切になります。

こどもが一見、興味をもっている様子だからといって安易に情報機器を使用

することなく、こどもの直接的な体験との関連を保育者は常に念頭におかなく

てはなりません。その際、保育者はこどもの更なる意欲的な活動の展開につな

がるか、こどもの発達に即しているか、こどもの体験にとって豊かな生活体験

として位置付けられるかといった点などを考慮し、情報機器を使用する目的や

必要性を自覚しながら、活用していくことが必要です。
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【長期の指導計画例】月案 ○月 ○歳児 ○○組

前

月

の

姿

月のねらい

内容 予想されるこどものあらわれ ◎環境構成 ○援助

第

１

週

第

２

週

第

３

週

第

４

週

☆遊びや活動の深ま

りや広がりを見通

して、「ねらい」を

基に設定する。

☆教育課程や全体的な計画に基づき、「前

月のこどもの姿」や願うこどもの姿を踏ま

えて「ねらい」を設定する。

☆教育課程及びこどもの実態に基づ

き、予想されるこどものあらわれを

具体的な姿で記載する。

☆遊びや活動の深まり、「予想されるこど

ものあらわれ」を基に、環境構成や援

助、その週でおさえておくべきことを具

体的に記載する。

☆それぞれの遊びや活動、行事との関連やその

期間を予想して記載することで、保育者が具

体的な見通しをもてるようにする。

遊

び

の

深

ま

り

・

広

が

り
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【短期の指導計画例】週日案 ○月○日（ ）～○月○日（ ） ○歳児

前週のこどもの姿 今週のねらい 内 容

日 ・予想されるこどものあらわれ ◎環境構成 ○援助 行事 本日のポイント 反省・考察

☆前週の「ねらい」の視点で見

取ったこどもの姿を記載す

る。

☆５領域との関連を踏まえて「内

容」を設定する。

☆「今週のねらい」

の視点で、その

日のこどもの具

体的な姿や育ち

を記録する。

☆その日の保育

（環境構成や援

助等）を振り返

る。

☆前日の反省・考

察を受けて、具

体的な環境構成

や援助の方法

等、本日の保育

におけるポイント

を記載する。

☆前週最終日の反省・考

察を基に記載する。

☆一週間の中で、遊びの深まり・

広がりを考慮した展開を予想

し、見通しをもった計画を立て

る。

☆予想されるこどものあらわれを

基に、環境構成や援助を具体

的に示す。

☆実際のあらわれも加筆し、評価

に生かす。

☆月（期）の「ねらい」及び「前週のこどもの姿」、願う

こどもの姿を踏まえ、「ねらい」「内容」を設定する。

☆こどもの変化や遊びや活動の連続性に着目する。
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４ 小学校教育との接続にあたっての留意事項

(1) 小学校以降の生活や学習の基盤の育成

園では、乳幼児期にふさわしい教育及び保育を行うものであり、それが小

学校以降の生活や学習の基盤ともなります。

発達や学びは連続しており、園から小学校への移行を円滑にする必要があ

ります。しかし、それは小学校教育の先取りをすることではなく、就学前ま

での乳幼児期にふさわしい教育及び保育を行うことが最も肝心なことです。

乳幼児期の教育・保育では、その時期の発達に応じてこどもの生きる力の

基礎を育成するものです。特に、こどもなりに好奇心や探究心をもち、問題

を見いだしたり、解決したりする力を育てること、豊かな感性を発揮したり

する機会を提供し、それを伸ばしていくことが大切になります。こどもは、

そのこどもなりのやり方やペースで繰り返しいろいろなことを体験してみ

ること、その過程自体を楽しみ、その過程を通して友達や保育者と関わって

いくことの中にこどもの学びがあります。

このようなことが、乳幼児期の教育・保育の基本として大切であり、小学

校以降の教育の基盤となります。このような基盤を充実させることによって、

小学校以降の教育との接続を確かなものにすることができます。

一方、小学校においても、園から小学校への移行を円滑にすることが求め

られます。低学年は、乳幼児期の教育・保育を通じて身に付けたことを生か

しながら教科等の学びにつながる時期であり、特に、入学当初においては、

スタートカリキュラムを編成し、その中で、生活科を中心に合科的・関連的

な指導や弾力的な時間割の設定も行われています。このように、園と小学校

がそれぞれの指導法を工夫し、乳幼児期の教育・保育と小学校教育の円滑な

接続が図られることが大切です。

中央教育審議会答申｢幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援

学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について｣(2018)より
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(2) 幼保小の円滑な接続～架け橋期の教育の充実～

５歳児から小学校１年生の２年間は、生涯にわたる学びや生活の基盤をつ

くるために重要な時期です。この時期を「架け橋期」と呼びます。こどもの

成長を切れ目なく支える観点からは、幼保小の円滑な接続をより一層意識し、

一人一人の多様性や学びの連続性に配慮しつつ、教育の内容や方法を工夫す

ることが重要です。

園では計画的に環境を構成し、遊びを中心とした生活を通して、体験を重

ね、一人一人に応じた総合的な指導を行っています。一方、小学校では、時

間割に基づき、各教科の内容を教科書などの教材を用いて学習しています。

このように、園と小学校では、こどもの生活や教育方法が異なります。

こどもの発達と学びの連続性を確保するためには、こどもの発達を長期的

な視点で捉え、互いの教育内容や指導方法の違いや共通点について理解を深

めることが重要です。そのために、小学校の先生との意見交換や合同研修会、

保育・授業参観等を通して、園と小学校の先生が、気軽に話し合える関係を

構築し、対話を大切にするとともに、こどもの育ちを中心に据えて互いの教

育・保育の理解を深め、実践につなげていくことが大切です。

さらに、円滑な接続のためには、こども同士の交流の機会を設け、連携を

図ることが大切です。特に、５歳児が小学校就学に向けて、自信や期待を高

めて、極端な不安を感じないよう、就学前のこどもが小学校の活動に参加す

るなどの交流活動も意義のある活動になります。

また、幼保小が協働し、共通の視点を持って教育課程や指導計画等を具体

化できるよう、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりとし、

育成を目指す資質・能力を視野に入れながら「架け橋期のカリキュラム」を

策定することが求められています。
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第４章 学級経営

１ 運 営 の 実 際

(1) 学級とは

学級は、同年齢のこどもが集まった小さな社会であり、担任や他のこどもと一

緒に過ごす集団生活の場です。ですからこどもが安心して自己を発揮し、自分ら

しい動きができ、ありのままの姿が認められるような、居心地のよい場所にした

いものです。

担任は、こども一人一人がかけがえのない存在であることを念頭に置いて接し、

受け止め、家庭的な雰囲気の中で温かく見守り、基本的生活習慣や仲間づくりな

どの社会性を身に付けられるように配慮します。

挨拶、言葉掛けをはじめとする様々な指導をする中で、担任とこどもの心のつ

ながりが深まり、さらにこども同士の心のつながりも生まれ、「自分の先生」「自

分の学級」という意識が育っていきます。

(2) こどもにとって、担任にとって、「学級」とは

担任がこども一人一人と心のつながりをつくる姿は、他のこどもに親近感や信

頼感を感じさせます。また、こども一人一人を大切にしようとする思いや姿勢は

こどもに伝わり、互いに大切にし合おうとする雰囲気が学級の中に生まれます。

このように、こども一人一人と心がつながった温かく安心できる学級をつくる

には、担任の人間性が影響します。

担任は、こどもが友達と遊びやすい環境を構成したり、こどもの友達関係が広

がるように配慮したりすることが大事です。そこから生まれる学級全体の温かい

雰囲気、温かい関係がこどもの仲間づくりにつながります。

(3) 学級の目標と学級経営の充実

園に教育目標、教育方針があるように、学級にはこども一人一人が育ち合う「共

通の手掛かり」となる学級目標が必要となります。そこで、学級目標は、園目標、

重点目標等の具現化を念頭に置き、こどもの実態を踏まえ、こどもの思いや担任

の願いが込められたものにします。担任は、学級目標を達成するために、期や月・

学期ごとに手立てを考え、年間の見通しがもてるように計画を立てて学級経営の

充実を図ることが大切です。
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学級目標の考え方の基本(例)

目指すこどもの姿（学級）

国・県

・幼稚園教育要領 ・保育所保育指針

・幼保連携型認定こども園教育・保育要領

・教育大綱 ・教育振興基本計画

市町・地域

・市町教育大綱 ・地域の実態、願い

・市町教育振興基本計画 ・こどもの実態

園

・園目標 ・園経営方針

・グランドデザイン ・全体的な計画

・年間計画、カリキュラム ・地域の実態

・目指すこどもの姿（就学前） ・こどもの実態（園）

歳児・学年

・歳児目標 ・こども（歳児）の実態

・学年目標 ・経営方針

・学年別・歳児別目指すこどもの姿

学級

・学級目標 ・経営方針 ・こども（学級）の実態

・期・学期目標 ・月目標 ・週・日目標
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２ 担任としての配慮

担任の行動はこどもの手本であり、こどもの言葉遣いや物の考え方を自然に感

化し、こどもの成長発達に様々な影響を与えます。そのため、担任は、自分の行

動に大きな責任があることを自覚する必要があります。こども一人一人の人格を

尊重し、公平に見ることに心掛け、目に留まりやすいこどもはもちろんのこと、

目立たないこどもにも意識して目を向けることが必要です。

また、保育室の広さや空間など、こどもに実際に見える様子は、大人の目の高

さで見る場合とは異なるので、こどもの立場に立ち、こどもの目の高さに合わせ

て見ることが大切です。毎日の生活の中で、健康、安全には細心の注意を払い、

基本的な生活習慣やマナーを身に付けることができるよう配慮します。

学 級 事 務 の 内 容（ 例 ）

◎年度始め ・名簿、出席簿

・指導要録、健康診断票

・ロッカー、靴箱、傘立てなどの名札貼り

・室内環境、壁面、誕生表、コーナーづくり、

教材・教具の準備

・個別の指導計画・支援計画

◎日常 ・指導案、保育の記録

・環境づくり（安全管理等含む）

・出席簿等の在籍管理

・必要に応じて家庭連絡

・園内組織の分掌業務

◎週間、月間 ・指導計画の立案、記録

・学級通信の発行

・出欠席月末統計

◎学期末 ・学級経営の反省

・次学期の保育準備

・諸帳簿、諸表簿の整理、提出

・休業中の生活指導などの家庭連絡

◎学年末 ・指導要録の作成、保管

・保育の反省、記録の整理 等

※こども園は給食に関する対応、業務が追加

49



第５章 指導上の留意事項

１ 特別な配慮を必要とするこどもへの指導

(1) 特別な配慮を必要とするこどもへの指導

ア 特別支援教育

平成19年度から、特別支援教育が始まりました。特別支援教育は障害

のあるこどもの自立に向け教育的支援を行うものですが、障害のあるこ

どもへの教育にとどまるものではありません。

この教育の理念は、障害の有無に関わらず、全てのこどもたちのつま

ずきや困り感に配慮した教育を行うとともに、一人一人のもつ力を十分

に伸ばしながら、豊かな生活へ導くことにあります。これは教育活動全

体が目指すところです。

また、特別支援教育を推進していくことは、障害の有無やその他の個々

の違いを認めつつも、人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基

礎となります。

イ 園の体制づくり

特別支援教育を推進していくためには、障害のある園児などを担任又

は担当する保育教諭や特別支援教育コーディネーターだけに任せるので

はなく、全ての保育教諭等の理解と協力が必要です。園では、園長のリ

ーダーシップの下、園全体の協力体制づくりを進めたり、個別の教育及

び保育支援計画・個別の指導計画についての正しい理解と認識を深めた

りして、全職員の連携に努めています。また、巡回相談や専門家チーム

会議を活用し、専門家のアドバイスを受けながら、こどもの実態把握を

行い、目標を立て、支援・指導の改善に努めています。

保護者による送迎の機会を生かし、連携を密にして、保護者の気持ち

に寄り添った相談や援助が、こどもの成長につながります。保護者同士

の連携や地域社会の理解を得られるように働き掛け、関係機関へつなげ

ることも大切な役割です。

ウ 早期からの教育相談

特別な配慮を必要とするこどもに対しては、できるだけ早期から教育

的な手立てを講じることが大切です。

こどもの生活の様子から、不便さや困難さが障害から生ずるのではな

いかと考えられる場合には、こどもへの教育的対応とともに、保護者や家

族などの関係者に対する医師、保健師、臨床心理士等の専門家からの助言

や支援が欠かせません。

特に３歳未満のこどもや保護者等のニーズに応えるために、保健セン

ター、健康福祉センター、特別支援学校の幼稚部･超早期教室、医療機関

等の教育相談において、必要とされる支援や養育についての助言等を行

っています。

このような早期からの対応においては、家庭と専門機関との連携が重

要であり、園においても保護者等に対する早期からの情報提供や継続的

な支援等が必要です。
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(2) 外国にルーツがあるこども等に対する配慮

外国籍のこども、海外から帰国したり両親が国際結婚したりなどいわゆ

る外国につながるこどもについては、言葉の問題をはじめ、園生活や活動

への適応の問題等に対する様々な教育上の配慮が必要です。保育者等や

他の園児との温かい触れ合いの中で、自然に日本語に触れたり、日本の生

活習慣に触れたりすることができるように配慮することも大切となります。

また、保護者が外国籍で、園からの連絡がうまく伝わらない場合もあり

ます。そのような場合には、近所で保護者が親しくしている方や市町にい

る外国語が分かる方に協力を依頼してみるのも一つの方法です。

(3) 人権教育の推進

こどもは、この世に生を受けたかけがえのない一人の人間として、誰も

が皆、人間らしく生き、幸せに暮らす権利、即ち「人権」をもっています。

人権は、家庭、園（学校）、地域、世界における人々の言動の基準になる

ものであり、すべての人が人権をもつと同時に、他者の人権を尊重する責

任も負うものになります。

しかし、日々の生活の中では、ときにいじめや虐待など様々な暴力など

によって、この権利が脅かされる事態が生じています。

園においては、日常の保育の場はもちろん、けんかやトラブルなども指

導のよい機会と捉え、多様な他者との触れ合いなども通して、他のこども

の気持ちを思いやる心を育んでいきたいものです。

(4) 児童虐待の防止

日々の保育の中で、次のようなこどもの表れを捉えたら、虐待の可能性が

ないか、園内で話題にしましょう。また、虐待が疑われる場合、担任一人で対

応せずに、園長を中心とした組織で臨むことが大切です。できる範囲で情

報収集をし、疑わしい場合や、虐待に発展する可能性がある場合には、速

やかに市町の児童福祉課、最寄りの児童相談所、または福祉事務所等に相

談・報告をしなくてはいけません。

＜気に掛けたい表れ＞

・ よく、けがやあざを見かけるが、原因がはっきりしない。

・ 集団に入れない。（警戒心が強い。何事にも集中できない。）

・ 必要以上に保育者の期待どおりに行動しようとするなど、よい子すぎる。

・ 虫や小動物を殺したりいじめたりする。

・ 暴力を振るうなど攻撃的な言動が目立つ。

・ 表情が乏しく元気がない。

・ 保護者や他の兄弟の服装と比べ差が大きい。

・ 食事を十分にとっていない様子が見られる。

・ 身の回りが常に清潔に保たれていない。
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２ 家庭、地域社会との連携

こどもの生活は、家庭、地域社会、園という一連の流れの中で営まれてお

り、それぞれにおけるこどもの生活が充実することにより、こどもの望まし

い発達が促されます。こどもの生活全体を豊かなものにしていくためには、

園が家庭や地域社会との連携を深め、「こどもが本当に必要とし、乳幼児期でなけ

れば成し遂げられないことは何か」を保護者や地域社会に十分理解してもら

うことが大切です。

こどもを中心に、園と家庭や地域社会がより信頼し合える連携を工夫して

いきましょう。

（１）家庭との連携

ア 登降園時の情報交換

こどもの望ましい生活を保障するための園の役割は、園生活において、

日々成長していくこどもの姿を通して、保護者の育児を認めたり励ました

りすることから始まります。登降園時に、園の生活を伝えることはもちろ

んのこと、家庭での様子にも耳を傾けるなど、互いに心を通わせることが

連携の第一歩です。

イ 参観会・参加会

こどもが園で自己を発揮し生き生きと生活するためには、園がこども

にとっても保護者にとっても、安心して過ごすことができる場であると

の認識を得ることが大切です。そのためには、保護者に園の生活や乳幼

児期の教育及び保育の目指すものを理解してもらうとともに、実際の保

育を参観したり、自分のこどもを客観的に見る機会として保育に参加し

たりする、「参観会」や「参加会」の機会を設けることが有効です。そ

の中で留意すべきことは、保護者にありのままのこどもの姿を見てもら

うこと、同じ場面を捉えながらこどもの育ちを一緒に確かめていくとい

う姿勢を心掛けるようにすることです。

ウ 家庭訪問

「家庭は人間をつくりだす基本的な土壌である｡｣と言われるほど、こど

登園してくるこどもを玄関で主任のＬ先生が待っていると、３歳児の

Мさんの手を引いた母親がこぼれんばかりの笑顔で話し掛けてきました。

「夕食の時、私がちょっと遅れたら、『お先にいただきます｡』ってこの子が

言ったんです。家では誰も教えてないし、『どこで覚えたの。』って聞

いてみると『僕の先生ね、Ｌ先生に、いつもお先にいただきますって言うよ。』

って話してくれたんですよ。」と、とてもうれしそうな様子でした。

主任は、３歳児と一緒に昼食をとることを日課にしていましたが、

時々、用事があり部屋に後から入って、とることがありました。そのた

びに担任が、主任に対して「お先にいただいています｡｣と言っていたの

です。こどもは担任の心遣いや言葉を受け止めていたのです。
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もの成長にとって、家庭の及ぼす影響力は大きいものがあります。家庭

訪問を通して、こどもの家庭環境や地域でのこどもの様子をつかみ、保

護者と協力し合い望ましい人格形成を促すために具体的な方法を見付け

ていきましょう。

〈 内容 〉

・年度当初に行う家庭訪問

〈 留意点 〉

・事前に、話し合う内容として、「家庭でのこどもの様子、遊びの実

情や場所、友達関係、園への要望など」を提示する。

・こどものよい点を具体的な例を挙げながらほめ、次に、取り組んで

ほしい点や改めてほしい点などに触れていく。急な問題やデリケー

トな問題に対応するときには、複数の教員で訪問する。

・家庭訪問を振り返って、時期、訪問回数、保護者の考え方、共通の

問題、または特定の問題等、具体的に記録し、その後のこどもの保

育に生かしていく。

・こども園では保護者の就労等の状況に応じ、家庭訪問の代わりに面談や

相談等を、必要であれば取り入れていく。

エ 個人面談

ある一定の期間を設けて、保護者と保育者がこどもの教育について面

談します。集団での懇談のときより個人的に深く話し合うことができ、

保護者の理解や納得が得られやすいという利点があります。

・話を一方的に押し付けることのないよう、また、ただ話を聞くだけでは

なく、的確な質問によって、適切な助言や解決への手立てを一緒に考え

るようにしていきます。

・先入観や偏見をもたず誠実に対応しましょう。話合いの内容は他に決し

て洩らしてはいけません。他の保育者にも知っておいてもらいたいこと

は、早めに報告をし、職員会などで共通理解を図り、園全体でこどもを

育てていきましょう。面談の内容を記録に残しておくことも大切です。

オ 学級通信・連絡帳

学級の日々の指導の内容やこどもの生活の様子を知らせ、保護者の理

解や協力を得られるようにします。また、園生活の中で捉えた一人一人

のよい点や改めたい点などを連絡帳で保護者に知らせることは、家庭で

の育児の手掛りとなります。さらに、家庭からの連絡により、こどもの

様子や保護者の考え方などが分かります。保護者と保育者との意思の疎

通ができることで、保育に一層の効果が期待できます。

・学級通信の内容は、日々の生活を具体的に取り上げたものを分かりやす

・その都度行う家庭訪問

気になる表れがあった場合

病気、事故等で遅刻や欠席が目立つ場合

コミュニケーシヨンを図る場合 等
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＜ おじいちゃん先生、おばあちゃん先生 ＞

山間部に位置し、園児数の少ないＨ幼稚園では、自然に恵まれた環境を

生かすとともに、地域の人たちと関わる機会をなるべく増やそうとしてい

ます。

（災害の際、土砂崩れ等により、幼稚園が孤立することも考えられます。

日頃から幼稚園の近隣に住む方々とこどもたちが交流して親しくなってお

くことは、防災の面から見てもとてもよいことです。）

こどもたちは、近所のお年寄りの方を招き、「野菜のおじいちゃん先生」

「団子のおばあちゃん先生」などと呼んで、様々なことを教わっています。

今年もこどもたちは、おじいちゃん先生に教わりながら、お米を始め、

かぶ、ほうれん草、サツマイモ、小松菜、玉ねぎ等いろいろな種類の野菜

を育てます。「稲刈りは根元から刈るんだよ。」「かぶの土を払うときは、友

達に土がかからないように地面に近いところでやるといい｡｣など、おじい

ちゃん先生は教えてくれます。

団子のおばあちゃん先生からは、団子の作り方を、お茶のおばあちゃん

先生からは、お茶の摘み方や入れ方を習い、おいしくいただきました。

地域の方との触れ合いが、こどもたちの心と体をたくましくしています。

い言葉で表記します。また、印刷前には誤字・脱字がないよう、必ず園

長や主任に目を通してもらうようにしましょう。

・成長の記録として残ることを配慮し、断定的な表現は避けるようにしま

す。

(2) 地域社会との連携

乳幼児期は、自然との触れ合い、異年齢のこどもと遊ぶ、働く人との触

れ合い、高齢者をはじめ幅広い世代との交流などの直接的･具体的な体験が

大切です。そこで、こどもの心を揺り動かすような豊かな体験が得られる

よう、地域の自然、人材、行事や公共施設など、積極的に活用していく取

組が必要となってきます。特に、豊かな自然の中での様々な活動は、自立

心を育み、人と関わる力を養う上でも重要になってきています。

ア 地域のよさを生かした保育の例

(ｱ）地域の行事暦作成

それぞれの地域で行われる諸行事や季節の特徴など、こどもに関わ

る事柄を幅広く調べて行事暦を作成し、保育に生かします。

(ｲ) 地域人材リスト作成・活用

園で進める活動に協力してくれる人を幅広く掘り起こし、リストを

つくります。それぞれの園の実情やアイディアを生かして地域の人た

ちと関わり合う実践を積み重ねていきましょう。
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＜ 重度障害者福祉施設との交流 ＞

重度障害者福祉施設(ホーム)の皆さんと交流をもって、数年になりま

す。当時、ホームに通っていたＰさんが、散歩の時に、園に顔を見せて

くれるようになりました。このことからホームへの訪問も始まりまし

た。園外保育に出掛けた際のこどもの「先生このお花、ホームの人にも

あげたいね｡｣という一言から、帰りにホームに立ち寄ったり、みんなで

つくった焼き芋や餅をホームの方にも食べてもらおうとこどもが持っ

て行ったりするようになり、交流が始まりました。ホームからもひな祭

り会への招待があり、こどもは絵のプレゼントや歌の交換をするなど、

和やかな交流が行われています。

イ 中学生や高校生との交流

様々な生活体験が不足している若い世代、とりわけ多感な中学生や高

校生がこどもと触れ合い､ 一緒に過ごしたり遊んだりする保育体験は、

意義のあることです。園においても、幅広い世代との交流をもつことで、

こどもの心を揺り動かすような豊かな体験が得られると考え、それぞれ

の園で、様々な人との交流の取組がなされています。中でも中学生とは、

技術・家庭科における保育実習、キャリア教育における職場体験、福祉

ボランティア活動等を中心に、早くから交流の機会をもってきました。

こどもにとって体全体で関わってくれる中学生や高校生との交流は、

楽しみが大きいものです。交流の内容としては、「中学生や高校生がこ

どもを観察したり、こどもと触れ合ったり、世話をしたりするなどの実

習」「園の行事への参加」「自校の行事や活動への招待」など、様々な

形態・内容が考えられます。保育体験実習等を通して、中学生や高校生

は生命の尊さや子どもと直接触れ合うことの楽しさを学びます。

ウ 福祉施設と交流

こどもが障害のある方や高齢者等と活動を共にすることは、こどもが

将来、障害者に対する正しい理解と認識を深めるばかりでなく、共に生

きる仲間として気持ちが通じ合うことを実感するなど、視野を広げる上

でも有意義な機会となることが期待されます。日常の保育において様々

な機会を通じ、園のこどもが園内外の障害のある方や高齢者などと触れ

合う機会を設けるようにすることも大切です。

３ 健康及び安全に関する配慮

こどもの健康及び安全は、こどもの生命の保持と健やかな生活の基本であり、

それなくしては教育及び保育は成立しないことを全職員が共通して認識する

ことが必要です。健康及び安全は園の生活全体を見通して大人が守り指導して

いくものですが、こども自らも見通しをもって健康と安全に関する力を身に付

けていくことにもつながります。特に、疾病予防や傷害への対応だけでなく、
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感染症やアレルギー疾患、熱中症などへの対応、食育の推進、など生活全体に

対しての実践を計画しましょう。

養護教諭や看護師、栄養士等が配置されている場合には、学校医等と共に、それ

ぞれの専門性を生かしながら、全職員が相互に連携し、組織的かつ適切な対応を行

うことができるような体制整備や研修を行うことが必要です。

(1) 健康支援

ア 健康状態や発育の状態の把握

こどもの心身の状態に応じた教育及び保育を行うために、こどもの健康状態

や発育の状態について、定期的・継続的に把握し、保護者からの情報とともに、

登園時及び在園時にこどもの状態を観察しています。何らかの疾病や傷害が認

められた場合は、保護者に連絡するなど適切な対応を図ります。

イ 健康増進

教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画に位置付

くものとし、全ての職員がそのねらいや内容を踏まえ、こども一人一人の健康

の保持及び増進に努めます。

ウ 疾病等への対応

在園時に体調不良や傷害が発生した場合は、こどもの状態に応じて保護者に

連絡し、学校医やかかりつけ医と相談し適宜に処置を行います。

(2) 食育の推進

健康な生活の基本としての食を営む力の育成に向け、その基礎を培うことを目

標として、こどもが生活と遊びの中で、意欲をもって食に関わる体験を積み重ね、

食事を楽しみ合うこどもに成長していくことを目指しています。

乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の

提供を含む食育の計画を作成し、その評価及び改善に努めます。

(3) 環境及び衛生管理並びに安全管理

ア 環境及び衛生管理

適切な環境の維持に努めるとともに、施設内の整備、用具等の衛生管理、適

切な環境の保持に努め、こども及び全職員が清潔を保つようにするとともに、

職員は衛生知識の向上に努めます。

イ 事故防止及び安全対策

学校保健安全法第 27 条及び第 29 条により、全ての学校において学校安全計

画の策定と危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)の作成が義務付けら

れています。また、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改

正する省令」において、保育所等については、令和５年４月１日より「安全

計画」を各施設において策定することを義務付けることとしています。重大事

故や不審者の侵入等、園児に大きな影響を及ぼすおそれのある事態に至った際

の危機管理についても、危機等発生時対応要領に沿った実践的な訓練、園内研
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修の充実等と通じて、全職員が把握しておくことが必要です。

事故の発生を防止するためには、こどもの発達の特性と事故との関わりに留

意した上で、安全計画や事故防止のためのマニュアルを作成し、施設長のリー

ダーシップの下、組織的に取り組みます。

事故発生防止に向けた環境づくりには、職員間のコミュニケーション、情報

の共有、事故予防のための実践的な研修の実施等が不可欠です。

保育中の安全管理には、施設の環境整備が不可欠であり、随時確認し、環境

の維持及び改善に取り組みます。

また、保育中、常に全員のこどもの動きを把握することが基本ですが、登園

時や園外活動の前後等、活動場面が切り替わるときには特に注意し、ダブルチ

ェック体制を整えるなど、確実にこどもの様子を把握することが大切です。職

員間の連携を密にしてこどもたちに空白の時間が生じないようにしましょう。

さらに、こどもが家庭においても安全な生活習慣を身に付けることができる

よう、保護者と連携を図るとともに、交通安全について学ぶ機会を設けるなど、

地域の関係機関と連携して取り組むことも重要です。

(4) 災害への備え

ア 施設・設備等の安全確保

災害等の発生に備えるとともに、防火設備、避難経路等の安全性が確保され

るよう、定期的に安全点検や、備品、遊具等の配置、保管を適切に行い、日頃

から、安全環境の整備に努めます。

イ 災害発生時の対応体制及び避難への備え

火災や地震などの災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、

職員の役割分担、避難訓練計画等の事項を盛り込み、定期的に避難訓練を実施

するなど、必要な対応を図ります。

ウ 地域の関係機関等との連携

市町村の支援の下、地域の関係機関との日常的な連携を図り、必要な協力が

得られるように努め、避難訓練については、地域の関係機関や保護者との連携

の下に行うなど工夫します。

４ 防災教育

今日の学校現場では、様々なケースにおいて危機管理が問われています。生活安

全や交通安全、災害安全、不審者対応等の危機管理については、日頃からの訓練や

備えが必要です。地震や豪雨などの自然災害の発生を防ぐことはできませんが、被

害を最小限にとどめることは可能であり、各園において減災に向けての努力が求め

らています。安全は、与えられるものではなく、努力することによって得られるの

です。

(1) 教育要領等に基づく防災教育

生涯を通じて健康で安全な生活を営む基盤は、幼児期に愛情に支えられた安全な
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環境の下で、心と体を十分に働かせて生活することによって培われていきます。

幼稚園教育要領等に示されている５つの領域のうち、健康な心と体を育て、自

ら健康で安全な生活をつくり出す力を養うことを目指す「健康」領域に、防災を

含む安全教育について関連するねらいや内容が示されています。

また、幼保連携型認定こども園教育･保育要領では「健康及び安全」が新たに

追加され、災害等への備えとして、施設･設備等の安全確保や災害発生時の対応

体制及び避難への備え、地域の関係機関との連携などが求められています。

(2) 園における防災教育

ア 自ら危険を回避する能力の育成

園では、一人一人のこどもが、思い思いの場所で、様々な遊びを展開して

いるため、災害発生時に、教師が全てのこどもの状況を瞬時に把握すること

は難しくなります。したがって、日頃から幼児自身の「自ら命を守る力」を

育んでおくことが非常に重要となってきます。

日常生活の中で、自らの力でできることを増やす体験を積み重ねることは、

災害発生時に自ら命を守るために役立つ力を育むことにつながります。例え

ば、遊びを通して敏捷に行動できる力を高めることは、危険を回避する能力

を育むことにもなります。

イ 避難訓練の実施

幼児期の発達の特性や各幼稚園の特性を踏まえ、多様な状況下での避難誘

導や引渡し訓練を実施する必要があります。避難誘導については、様々な保

育形態や場面を詳細にイメージしながら、全職員の共通理解の下、綿密な対

策を立てておくことが重要です。

【想定例】

○ 園庭開放時

○ 登降園時

○ 園外保育や散歩、施設訪問、遠足時 等

また、避難経路についても複数想定し、避難場所についても、保護者や

地域の協力の下、協力先を増やすことが望まれます。

(3) 保護者や地域との連携

こどもの安全を確保するためには、保護者や地域との連携が必要となります。

災害の状況は、地域の地理的・地形的な条件などによって異なり、例えば大規模

地震があった場合、山麓や丘陵地では斜面崩壊が、沿岸部では津波が生じる危険

があります。そのため、様々な地域の情報をつかみ、地域の自然環境について危

険性を含めて熟知することが望まれます。また、災害時には、多くの人との連携

や協力が不可欠となり、日頃から保護者や地域の方々とのパートナーシップを築

いていくことが、こどもたちの命を守ることにもつながります。

－補足－

○東日本大震災を受けた各学校の防災対策・防災教育の推進
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平成23年３月11日に発生した東日本大震災においては、東北地方沿岸
地域に甚大な津波被害をもたらし、約20,000人の死者・行方不明者を出
すという大惨事となったことから各学校においては被災地からの教訓を

踏まえ、以下の点に留意した実効性のある防災対策を推進しています。

・学校の津波対策における避難計画（避難訓練の方法）の見直しを行う。

・各学校の実態に応じた複数の避難経路の検討及び避難訓練を実施する。

・各学校が所在する地域の実状を分析し、実効性のある防災計画に改訂す

る。

・災害発生時における教職員の対応行動を確認するなど安全管理を徹底す

る。

・児童生徒等への防災教育及び教職員の意識向上を図る。

・市町及び地域の防災担当者と連携し、具体的な防災対応と役割分担につ

いて協議し、業務の明確化を図る。

○放射線の健康影響に関する対応

文部科学省では、学校においてこどもなどが受ける放射線量について、原則

年間１ミリシーベルト以下とし、これを達成するため校庭・園庭の放射線空間

線量率については、毎時１マイクロシーベルト未満を目安としています。また、

厚生労働省は、食品の安全性を確保するために、放射性セシウムの基準値を決

めています。

国や県では、放射線に関する情報や放射線に関する測定結果等を各関係機関

等へ通知したり、ホームページ等に掲載したりしています。これらを活用し、

常に新しい正確な情報を収集し、適切に対応することが重要です。
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第６章 子育ての支援

１ 幼稚園における子育て支援（地域に開かれた幼稚園づくり）

家庭や地域社会の大きな変化の中で生じている保護者の子育てをめぐる不

安や孤立感などの様々な問題は、こどもの健全な発達に大きな影響を及ぼし

ます。こどもの生活を充実させていくために、幼稚園・地域社会・家庭は、

共に連携を図りながら積極的に子育てを支援していくことが必要です。

幼稚園は、子育てを支援していくために、

・地域のこどもの成長・発達を促進する場としての役割

・遊び場の保障と遊びを伝え広げる場としての役割

・子育ての喜びを共感する場としての役割

・子育て本来の在り方を啓発する場としての役割

・子育ての悩みや経験を交流する場としての役割

・地域の子育てのネットワークづくりをする場としての役割

等、多岐に渡る役割をもつことになります。

未就園児の親子が遊ぶために園を開放したり、保護者の交流を目的とした

「子育て井戸端会議」を設定したりするなど、幼稚園を開き、弾力的な運営を

していく必要があります。

(1) 教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動（預かり保育）

幼稚園教育要領では１日の教育時間は、４時間を標準としています。こ

れは、教育課程に係る教育時間についての規定であり、その他の幼稚園の

教育活動を含むものではありません。通常の教育時間の前後や長期休業期間

中など、教育課程に係る教育時間の終了後等に希望する者を対象として行う

教育活動は、幼稚園がもつ機能や施設を活用して行うものであり、近年の女

性の社会進出等によりこの活動に対する要請が高まっています。

実施に当たっては、次の点に配慮するとともに、指導体制を整備し、教

育活動の指導計画を作成します。

ア 教育課程に基づく活動との関連

通常の教育時間の活動を連続させることを意味するのではなく、教育

活動全体に一貫性をもたせ、こどもにとって無理のない１日の流れをつ

くり出すということです。例えば、担当教員同士の打合せの時間を設け

たり、保育内容が静的・動的な活動に偏らないよう配慮したりします。

イ こどもの心身の負担

こどもは長時間幼稚園で過ごすことになるため、健康と安全に配慮し、

無理なく過ごせるように１日の流れや環境を工夫します。例えば、家庭

的な雰囲気づくりを行ったり、場合によっては午睡の時間を設定したり

することが必要です。

ウ 家庭との緊密な連携

家庭連絡帳を作成したり、送迎の際に保護者と情報交換したりするなど

家庭と緊密な連携を図り、保護者が幼稚園と共にこどもを育てるという
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意識が高まるようにすることが大切です。

エ 弾力的な運用

地域の実態や保護者の事情とともに大切なことは、こどもの健康な心

と体を育てる観点から、例えば、夕食や就寝時間が遅くなることのない

よう、活動時間を設定するなど、こどもの生活のリズムに配慮すること

です。

２ 幼保連携型認定こども園における子育て支援

幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、こどもの

利益を優先して行うものとし、こどもの育ちを家庭と連携していくとともに、

保護者及び地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に資するよう、留意す

ることが必要です。

保育者が保護者との連携や交流を通して、こどもへの愛情や成長を喜ぶ気持

ちを共感し合うことにより、保護者は子育てへの意欲を高め、自信をもつよう

になります。子育てに不安や負担感を感じている保護者が、こどもの成長する

姿に心を動かし、子育てが楽しいと感じられるよう働き掛けたり、環境づくり

をしたりすることが求められます。

また、認定こども園は、地域の中で乳児から就学前までの様々な育ちを理解

し支え、実践していく場でもあります。保育者が専門性を生かし、こどもを深

く理解する視点や実践を様々な形で知らせていくことも、保護者への大きな支

援になります。

(1) 子育て支援全般に関わる事項

保護者に対する子育ての支援を行う際には、各地域や家庭の実態等を踏まえる

とともに、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者の自己

決定を尊重し、教育及び保育並びに子育ての支援に関する知識や技術など、保護

者がこどもの成長に気付き子育ての喜びを感じられるように努めます。

(2) こどもの保護者に対する子育ての支援

日常の様々な機会を活用し、こどもの日々の様子の伝達や収集、教育・保育の

意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るように努めています。教

育・保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、子育てを実践する力の向上に

寄与するだけでなく、地域社会における家庭や住民の子育てを自ら実践する力の

向上及び子育ての経験の継承につながるきっかけとなります。これらのことから、

保護者の参加を促すとともに、参加しやすいよう工夫することが大切です。

(3) 地域における子育て家庭の保護者等に対する支援

地域のこどもが健やかに育成される環境を提供し、保護者に対する総合的な子

育ての支援を推進するため、地域における乳幼児期の教育及び保育の中心的な役

割を果たすように努めます。
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第７章 教育公務員としての服務

１ 服務とは

服務とは、公務員がその職務を遂行する上において、又は公務員として 身

分を有することにより、当然守るべきこととされている公務員としての在り方

をいいます。公務員は、服務の根本基準として、全体の奉仕者として公共の利

益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念

しなければならない義務があります。公務員の服務義務は、職務上の義務と身

分上の義務があります。前者は、教職員が職務を遂行するに当たって守るべき

義務であり、後者は職務の内外を問わず公務員としての身分を有することによ

って守るべき義務です。

２ 服務の基本

幼稚園は学校教育法第１条に定める学校です。市町立幼稚園の教師は公立（地

方公務員）の学校教職員と同じ公務員であり、教育公務員として法の適用を受け

ます。

公務員の一般基準として、憲法第15条に述べられているように、「すべて公務

員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない｡｣という規定があります。

また、地方公務員法第30条には、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利

益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念し

なければならない。」と述べられています。

さらに、教育基本法第９条第１項に「法律に定める学校の教員は、自己の崇高

な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければ

ならない｡｣とあり、すべての教職員は常に全体の奉仕者としての自覚をもち、自

己の私意に流れたり、一部の圧力に左右されたりすることなく、その崇高な使命

を自覚し、国民全体に対して責任ある行動をすることが服務の根本基準といえ

ます。これらの基準は、公立の幼稚園に勤務する者に適用されますが、幼保連

携型認定こども園においても同様です。

３ 職務上の義務

(1) 服務の宣誓 ＜地方公務員法第31条＞

公立幼稚園等の教師として、初めて採用されるに当たっては、地方公務

員法第31条に「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなけ

ればならない｡｣とあるように、服務の宣誓をしなくてはなりません。

また、職員の服務の宣誓に関する条例第２条第１項に「新たに職員とな

った者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で、別記文言

による宣誓書に署名してからでなければ、この職務を行ってはならない｡｣

とあり、新たに採用された教員は、これによって公務員としての採用条件

の基本的事項を忘れずに、公務を民主的、且つ、能率的に運営すべき責務

を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実、且つ、公正に職務を執行するよ

うに最善を尽くす必要があります。
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(2) 職務上の命令に従う義務 ＜地方公務員法第32条＞

法令及び上司の職務上の命令に従う義務として、「職員は、その職務を遂行

するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定

める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない｡」

と規定されています。

(3) 職務に専念する義務 ＜地方公務員法第35条＞

「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職

務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべ

き責を有する職務にのみ従事しなければならない。」と定められています。

したがって、この間における私的行為や職務以外のことに注意を向けること

は、許されません。しかし、法律または、条例に定める場合には、職務専念義務

が免除されます。（職務に専念する義務の特例に関する条例及び職務に専念する

義務の免除に関する規則参照）

４ 身分上の義務

(1) 信用失墜行為の禁止 ＜地方公務員法第33条＞

「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行

為をしてはならない。」と規定されています。

(2) 秘密を守る義務 ＜地方公務員法第34条＞

「職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、ま

た、同様とする。」

教師は、職務の遂行上、いろいろな秘密事項を知ったり取り扱ったりします。

子どもの特殊事情や性格等に関すること、保護者の家庭事情などはもとより、職

員会議の内容や職員の人間関係のこと等、職務上知り得ることがあっても、公的、

私的なものを問わず秘密を守る義務があります。

(3) 政治的行為の制限 ＜地方公務員法第36条＞

公立学校（幼稚園を含む）の教員は、全体の奉仕者である立場からも、特定の

政党を支持し、またはこれに反するための政治教育、その他の政治活動をしては

なりません。

禁止・制限されている政治的行為とは、教育上の地位を利用しての選挙運動、

政治的寄付金の制限、公選による公職の候補者となること等があります。

(4) 争議行為等の禁止 ＜地方公務員法第37条＞

公務員の勤務関係の特殊性により、使用者としての住民に対して、同盟

罷業(ストライキ)、怠業その他の争議行為等、活動能率を低下させる怠業

的行為が禁止されています。
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(5) 営利企業等の従事制限 ＜地方公務員法第38条＞

任命権者の許可なくして、営利企業に従事することは禁止されていま

す。

５ 研修の義務

教員の研修については、その職務の特殊性から一般の公務員に比べて特例

が認められています。一般の公務員の研修が、「勤務能率の発揮及びその増

進」（地方公務員法第39条）を目的にしているのに対し、教員の場合は、「そ

の職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない｡｣（教

育公務員特例法第21条）とされ、研修が、職務を遂行する上での義務である

としています。

研修の機会については、「授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、

勤務場所を離れて研修を行うことができる｡｣（教育公務員特例法第22条第２

項）、「現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる｡｣（教育公務

員特例法第22条第３項）など、一般の公務員に比べて、法制度上からも恵ま

れたものになっています。

このように、教員の研修については、義務とされているだけでなく、その

制度も充実しています。したがって、教員は絶えず研修に努め、自らの成長

を心掛けることが必要です。
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〔 資 料 〕
Ⅰ 学校教育の基本

日本国憲法

（教育を受ける権利と受けさせる義務）

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとし

く教育を受ける権利を有する。

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を

受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

教育基本法

（学校教育）

第６条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団

体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心

身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場

合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずると

ともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなけれ

ばならない。

（家庭教育）

第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するもので

あって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、

心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学

習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ず

るよう努めなければならない。

（幼児期の教育）

第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである

ことにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な

環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）

第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役

割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

日本国民が願う理想として、「民主的で文化的な国家」の発展と「世界平和と人類

の福祉の向上」への貢献を掲げ、その理想を実現するために、「個人の尊厳」を重ん

ずることを現行法に引き続き宣言するとともに、新たに「公共の精神」の尊重、「豊

かな人間性と創造性」や「伝統の継承」を規定するものです。
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Ⅱ 学校の設置及び管理

学校教育法

第一章 総則

第１条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

第２条 学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第３条に規定する学校法人の

みが、これを設置することができる。

第３条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定め

る設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第５条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場

合を除いては、その学校の経費を負担する。

第三章 幼稚園

（目的）

第22条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を

保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を

助長することを目的とする。

（目標）

第23条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げ

る目標を達成するように行われるものとする。

１ 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能

の調和的発達を図ること。

２ 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近

な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生え

を養うこと。

３ 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正し

い理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。

４ 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正し

く導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

５ 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現

力の芽生えを養うこと。

学校教育法は、憲法と教育基本法の精神を学校教育の制度と内容に具体化し

たものである。

学校の管理とは、管理機関が学校に対する一般的な支配権を持って、学校を

維持し、かつ、学校の目的を達成するための一切の行為をすることをいう。具

体的には、その内容により、人的管理、物的管理及び運営管理に三分すること

ができる。
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（教育の支援）

第24条 幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための教育を行う

ほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の

関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地

域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。

（保育内容）

第25条 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第22条及び第23条

の規定に従い、文部科学大臣が定める。

（入園資格）

第26条 幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に

達するまでの幼児とする。

（園長、教頭、教諭その他の職員）

第27条 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。

（準用規定）

第28条 第37条第６項、第８項及び第12項から第17項まで並びに第42条から第44

条までの規定は、幼稚園に準用する。

学校教育法施行規則

（設備、編制）

第36条 幼稚園の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるものの

ほか、幼稚園設置基準（昭和31年文部省令第32号）の定めるところによる。

（教育週数）

第37条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下

ってはならない。

（教育課程その他の保育内容の基準）

第38条 幼稚園の教育課程その他の保育内容については、この章に定めるものの

ほか、教育課程その他の保育内容の基準として文部科学大臣が別に公示する幼

稚園教育要領によるものとする。

（準用規定）

第39条 第48条、第49条、第54条、第59条から第68条までの規定は、幼稚園に準

用する。

Ⅲ 幼稚園の教育課程

幼稚園教育要領

学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第38条の規定に基づき、幼稚園

教育要領（平成20年文部科学省告示第26号）の全部を次のように改正し、平成30年

４月１日から施行する。 平成29年３月31日
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Ⅳ 幼稚園等初任者研修

教育職員養成審議会答申 ○教員の資質能力の向上方策等について(昭和62年12月)

第２ 教員の現職研修の改善

１ 初任者研修制度の創設

(3) 公立の幼稚園の新任教員に対する初任者研修

幼稚園の新任教員に対する初任者研修については、将来、小学校の新任教

員に対する初任者研修に準ずる方法によりこれを実施することが望ましい。

しかしながら当面は、幼稚園の実態等にかんがみ、都道府県教育委員会は、

10日程度の園内における保育の実践に関する研修及び10日程度の研修会の受

講など年間20日程度の研修を実施することが適当である。

この研修を円滑かつ効果的に実施するため、都道府県教育委員会における

幼稚園担当の指導主事の配置を促進するとともに、園内における保育の実践

に関する研修において新任教員を指導する指導員を配置する必要がある。

このため、国及び都道府県は、適切な措置を講じる必要がある。

(4) 国立学校の新任教員に対する初任者研修

国立学校の新任教員については、任命権者は、公立学校の新任教員の場合

と同様の方法により初任者研修を実施する必要がある。

その際、公立学校の新任教員に対する初任者研修を参考にして、それぞれ

の学校の実情に合った研修となるよう改善・工夫することが適当である。

なお、国立の小学校、中学校、高等学校及び特殊教育緒学校の新任教員に

ついても、初任者研修制度の実施に伴い、条件付採用期間を１年とする必要

がある。

(5) 私立学校の新任教員に対する初任者研修

私立学校の新任教員については、設置者は、それぞれの学校の実情に応じ

て、公立学校の新任教員の場合を参考にして、初任者研修を実施することが

望ましい。

その場合、国及び都道府県教育委員会は、その実施に協力することが望ま

しい。

教育公務員特例法

（初任者研修）

第23条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等（政令で指定する者

を除く。）に対して、その採用の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂

行に必要な事項に関する実践的な研修(以下｢初任者研修｣という｡）を実施しな

ければならない。

教育公務員特例法 附則

（幼稚園等の教諭等に対する研修等の特例）
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第５条 幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び幼保連携型認定こども園（以下この

条において「幼稚園等」という｡) の教諭等の任命権者については、当分の間、

第23条第１項の規定は適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の任

命権者（指定都市以外の市町村の設置する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の

教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の

設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する

都道府県の知事）は、採用の日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等

（臨時的に任用されたものその他の政令で指定する者を除く。）に対して、幼

稚園等の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施し

なければならない。

２ 市（指定都市を除く。）町村の教育委員会及び長は、その所管に属する幼稚

園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会及び知事が行う前項後段の研修に

協力しなければならない。

教育公務員特例法施行令 附則

１ （略）

２ 法附則第５条第１項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。

(1) 臨時的に任用された者

(2) 教諭等として、国立学校、公立の学校又は私立の学校である小学校等にお

いて引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、法附則第５条第

１項後段の研修を実施すべき任命権者又は都道府県の教育委員会若しくは

知事が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘

案し、当該研修を実施する必要がないと認めるもの

(3) 地方公務員法第26条の６第７項、地方公務員の育児休業等に関する法律第

６条第１項若しくは第18条第１項又は地方公共団体の一般職の任期付職員

の採用に関する法律第３条第１項若しくは第２項、第４条若しくは第５条の

規定により任期を定めて採用された者

Ⅴ 子ども・子育て関連

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第２条

７ この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育及びその後の

教育の基礎を培うものとしての満３歳以上の子どもに対する教育並びに保育

を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな

成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、

保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律に定めるとこ

ろにより設置される施設をいう。

第10条 幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関
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する事項は、第２条第７項に規定する目的及び前条に規定する目標に従い、主

務大臣が定める。

幼保連携型認定こども園教育・保育要領

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

18年法律第77号）第10条第１項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の教

育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を次のように定めたので、平

成26年度内閣府･文部科学省･厚生労働省告示第１号の全部を次のように改正し、

平成30年４月１日から施行する。 平成29年３月31日

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

第35条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うその特性とし、そ

の内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う。

保育所保育指針

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第35

条の規定に基づき、保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号）の全

部を次のように改正し、平成30年４月１日から適用する。

平成29年３月31日

Ⅵ 児童虐待の防止

児童虐待の防止等に関する法律

○ 保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいう。

（児童福祉法第 33 条の 10）

① 身体的虐待：保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれ

のある暴行を加えること。

② 性的虐待 ：保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所

等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。

③ ネグレクト：保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著し

い減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによ

る①②又は④までに掲げる行為の放置、その他の保育所等の職員と

しての業務を著しく怠ること

④ 心理的虐待 ：保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応

その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を

行うこと

○ 保育所等の職員はこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」

をしてはならないこととされている。（児童福祉法第 33 条の 11）
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児童虐待の防止等に関する法律

（児童虐待の早期発見等)

第５条 （略）学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その

他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあるこ

とを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。

（児童虐待に係る通告)

第６条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを（略）

福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

児童福祉法

（福祉事務所等への通告）

第25条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事

務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福

祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。（以下略）

第33条の12

（略）虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府

県知事又は市町村長に通告しなければならない。

② 前項の規定による通告（以下（略）「一般通告」という。）は、児童委員

を介して行うことができる。

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和7年法律第29号）について

○ 改正児童福祉法等が令和7年4月18日に成立し、保育所等や幼稚園等の職員に

よる虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられた。

（令和7年10月1日施行）

○ 改正児童福祉法においては、保育所や幼稚園等の職員による虐待について、児

童養護施設等の職員による虐待と同様、下記の規定が設けられた。

・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通告義務

・都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な

措置

・都道府県等が行った措置に対する児童福祉審議会等による意見

・国による調査研究 等

○ あわせて、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の一部改正を行い、それぞれ、幼保連携型認定こども園の職員による虐

待及び幼稚園の職員による虐待に対し、保育所と同様の仕組みを設けた。
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Ⅶ 特 別 支 援 教 育

特別支援教育の推進について（通知） 平成19年４月１日（19文科初第125号）

１ 特別支援教育の理念

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な

取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握

し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な

指導及び必要な支援を行うものである。

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な

遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する

全ての学校において実施されるものである。

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障

害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる

共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって

重要な意味を持っている。

２ 校長の責務（略）

３ 特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組

（略）

(1) 特別支援教育に関する校内委員会の設置

各学校においては、校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、

発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行う

ため、校内に特別支援教育に関する委員会を設置すること。

委員会は、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、教務主任、生徒指

導主事、通級指導教室担当教員、特別支援学級教員、養護教諭、対象の幼児児

童生徒の学級担任、学年主任、その他必要と思われる者などで構成すること。

（略）

(2) 実態把握

各学校においては、在籍する幼児児童生徒の実態の把握に努め、特別な支援

を必要とする幼児児童生徒の存在や状態を確かめること。

さらに、特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、特別支援

教育コーディネーター等と検討を行った上で、保護者の理解を得ることができ

るよう慎重に説明を行い、学校や家庭で必要な支援や配慮について、保護者と

連携して検討を進めること。その際、実態によっては、医療的な対応が有効な

場合もあるので、保護者と十分に話し合うこと。

特に幼稚園、小学校においては、発達障害等の障害は早期発見・早期支援が

重要であることに留意し、実態把握や必要な支援を着実に行うこと。

(3) 特別支援教育コーディネーターの指名

各学校の校長は、特別支援教育のコーディネーター的な役割を担う教員を「特

別支援教育コーディネーター」に指名し、校務分掌に明確に位置づけること。
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特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のた

め、主に、校内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・

調整、保護者からの相談窓口などの役割を担うこと。

また、校長は、特別支援教育コーディネーターが、学校において組織的に機

能するよう努めること。

(4) 関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用

（略）また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の教育支援計画」

を策定するなど、関係機関と連携を図った効果的な支援を進めること。

(5) 「個別の指導計画」の作成

（略）また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の指導計画」を

作成するなど、一人一人に応じた教育を進めること。

(6) 教員の専門性の向上

特別支援教育の推進のためには、教員の特別支援教育に関する専門性の向上

が不可欠である。したがって、各学校は、校内での研修を実施したり、教員を

校外での研修に参加させたりすることにより専門性の向上に努めること。

また、教員は、一定の研修を終了した後でも、より専門性の高い研修を受講

したり、自ら最新の情報を収集したりするなどして、継続的に専門性の向上に

努めること。（略）

４ 特別支援学校における取組

(1) 特別支援教育のさらなる推進（略）

(2) 地域における特別支援教育のセンター的機能

（略）特に、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の要請に応じ

て、発達障害を含む障害のある幼児児童生徒のための個別の指導計画の作成や

個別の教育支援計画の策定などへの援助を含め、その支援に努めること。（略）

(3) 特別支援学校教員の専門性の向上（略）

５ 教育委員会等における支援（略）

６ 保護者からの相談への対応や早期からの連携

各学校及び全ての教員は、保護者からの障害に関する相談などに真摯に対応し、

その意見や事情を十分に聴いた上で、当該幼児児童生徒への対応を行うこと。

その際、プライバシーに配慮しつつ、必要に応じて校長や特別支援教育コーデ

ィネーター等と連携し、組織的な対応を行うこと。（略）

７ 教育活動等を行う際の留意事項等

(1) 障害種別と指導上の留意事項

障害のある幼児児童生徒への支援に当たっては、障害種別の判断も重要であ

るが、当該幼児児童生徒が示す困難に、より重点を置いた対応を心がけること。

また、医師等による障害の診断がなされている場合でも、教師はその障害の

特徴や対応を固定的にとらえることのないよう注意するとともに、その幼児児

童生徒のニーズに合わせた指導や支援を検討すること。
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(2) 学習上・生活上の配慮及び試験などの評価上の配慮

各学校は、障害のある幼児児童生徒が、円滑に学習や学校生活を行うことが

できるよう、必要な配慮を行うこと。（略）

(3) 生徒指導上の留意事項

障害のある幼児児童生徒は、その障害の特性による学習上・生活上の困難を

有しているため、周囲の理解と支援が重要であり、生徒指導上も十分な配慮が

必要であること。

特に、いじめや不登校などの生徒指導上の諸問題に対しては、表面に現れた

現象のみにとらわれず、その背景に障害が関係している可能性があるか否かな

ど、幼児児童生徒をめぐる状況に十分留意しつつ慎重に対応する必要があるこ

と。

そのため、生徒指導担当にあっては、障害についての知識を深めるとともに、

特別支援教育コーディネーターをはじめ、養護教諭、スクールカウンセラー等

と連携し、当該幼児児童生徒への支援に係る適切な判断や必要な支援を行うこ

とができる体制を平素整えておくことが重要であること。

(4) 交流及び共同学習、障害者理解等

障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学習は、

障害のある幼児児童生徒の社会性や豊かな人間性を育む上で重要な役割を担っ

ており、また、障害のない幼児児童生徒が、障害のある幼児児童生徒とその教

育に対する正しい理解と認識を深めるための機会である。

このため、各学校においては、双方の幼児児童生徒の教育的ニーズに対応し

た内容・方法を十分検討し、早期から組織的、計画的、継続的に実施すること

など、一層の効果的な実施に向けた取組を推進されたいこと。

なお、障害のある同級生などの理解についての指導を行う際は、幼児児童生

徒の発達段階や、障害のある幼児児童生徒のプライバシー等に十分配慮する必

要があること。

(5) 進路指導の充実と就労の支援（略）

(6) 支援員等の活用（略）

この支援員等の活用に当たっては、校内における活用の方針について十分検

討し共通理解のもとに進めるとともに、支援員等が必要な知識なしに幼児児童

生徒の支援に当たることのないよう、事前の研修等に配慮すること。

(7) 学校間の連絡

障害のある幼児児童生徒の入学時や卒業時に学校間で連絡会を持つなどし

て、継続的な支援が実施できるようにすることが望ましいこと。

８ 厚生労働省関係機関との連携

各学校及び各教育委員会等は、必要に応じ、発達障害者支援センター、児童相

談所、保健センター、ハローワーク等、福祉、医療、保健、労働関係機関との連

携を図ること。

74



Ⅷ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 平成25年法律第65号

第４条 国民は、第１条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の

解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与する

よう努めなければならない。

第５条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ

合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整

備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

第８条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者

と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはなら

ない。

２（略）
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●上記表では教員に求められる資質能力の関係性を示しているが、順位性があるものではない。資質能力はバランス良く育成することが肝要である。

●深化・熟練期には、再任用教諭を含める。

〇〇市(町）幼稚園等教員育成指標（副園長、教頭、主幹教諭、教諭、保育教諭等）

～乳幼児のウェルビーイングの向上を目指して～

「未来を切り拓く人材の育成と社会を生き抜く力を育む教育の実現」に向け、

生涯を通じて学び続け、こども一人一人の夢の実現を支えていくことのできる教員の育成を目指す

採用時
辞令交付される４月１日

基礎・向上期 充実・発展期 深化・熟練期
退職する日まで

○教育・保育に対する

真摯な姿勢を持つと
ともに、求められる
資質能力の基盤を形

成しようと努める。

○他者との関わりや仕事上の経験を経

て、教員としての資質能力の向上を
目指す。

◯様々な園の異動を経験する中で、視
野を広げる。

基礎・向上期に身に付けた力に加え、

○自らの立場や役割を自覚して園運営
に参画し、ミドルリーダーとしての
資質能力の向上を目指す。

○教員としての幅をさらに広げ、自己
の強みを確かなものにする。

充実・発展期に身に付けた力に加え、

○指導的な立場として、園運営のサポ
ート役や園内の人材育成の推進役を
務めるとともに、専門性をより深

め、自らの描いた理想とする教員像
の実現を目指す。

○園運営をリードする立場として、組

織的に教育・保育活動を推進する体
制を構築する。

教育・保育的素養・
総合的人間力

○教職人生を通して、教育者としての使命感、倫理観・人権意識、社会性、教育に対する誇りを持ち、新しい知識・技能を学び続け、乳幼児への共

感・理解や教育的愛情の涵養、信頼関係の構築を図っている。
○教職人生を通して、真摯に学び続ける姿勢と自律心、変化を恐れない積極性とリーダーシップを持ち、広い視野と社会環境への理解を基に地域社
会と関わり、豊かな人間性の向上を図っている。

○未来を切り拓く人材の育成を担う者として、常に乳幼児の模範となるよう行動している。
○「ワークライフバランス」を良好に保ち、心身ともに健康的で職務に専念できるよう自己管理に努めている。

教
育
・
保
育
業
務
遂
行
力

多
様
な
教
育
・
保
育
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
力
・
組
織
運
営
力
以
外
の
専
門
的
な
力

組
織
運
営
力

組
織
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
力

多
様
な
教
育
・
保
育
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
力

一
人
一
人
の
教
育
・
保
育
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
支
援
を
実
践
す
る
力

教育・保育を構成する力

・乳幼児を中心とした教育・保育
・豊かな遊び・体験の構想
・探究的な遊びの充実
・指導と評価の一体化による保育改
善

・教育・保育に関する専門性の向上
・カリキュラム･マネジメントの
充実

・「主体的･対話的で深い学び」の実
現に向けた保育改善

・非認知能力を育成する力
・保護者･地域･外部機関との連携

など

○幼稚園教育要領、幼
保連携型認定こども
園教育・保育要領、保

育所保育指針の趣旨
を踏まえ、指導内容
や指導方法について

理解し、実践しよう
としている。

○乳幼児の自発的な活動としての遊び
を実現するため、「個別最適な学び」
や「協働的な学び」のある教育・保

育を実践している。

○基礎・向上期に身に付けた力を深め
ることに加え、同僚に対する指導・
助言を行っている。

○充実・発展期に身に付けた力に加え、
教育・保育力向上のための体制づく
りに参画している。

○幼小中高の学びの連続性を持った教

育・保育を実践している。

○基礎・向上期に身に付けた力を深め

ている。

○充実・発展期に身に付けた力に加え、

園・家庭・地域の実態や特色等を把
握した上で教育課程を改善し、組織
的かつ計画的に教育・保育活動の質

の向上を図るカリキュラム・マネジ
メントに取り組んでいる。

○地域の人的・物的資源をつなげ、遊
びを通した学びの質を高める教育・
保育を構想している。

○地域の人的・物的資源を有効活用し、
遊びを通した学びの質を高める教
育・保育を構想している。

○幼児期の見方・考え方を理解した上
で、必要な専門的知識を身に付けて
いる。

○専門性を高めるために得意分野の伸
長を図り、同僚に対する指導・助言
を行っている。

○自己の確かな実践に基づき、同僚に
的確な指導・助言を行い、効果を上
げている。

乳幼児を理解し
対応する力

・乳幼児理解に基づく指導(個の違
い)

・乳幼児の自己統制力の育成
・人権教育の推進
・キャリア教育の推進
・保護者･地域･外部機関との連携

など

○乳幼児を理解する力
は、的確なこども理

解に基づいて行われ
ることを理解してい
るとともに、人権尊

重の意識を深めてい
る。

○乳幼児一人一人に寄り添い、個々の
特性に応じた発達を促すとともに、

発達段階に即して好ましい人間関係
をつくれるよう、地域や外部関係者
と連携して支援している。

○乳幼児一人一人を取り巻く環境を的
確に捉え、理解を深めるとともに、

よりよい集団づくりを促進し、個々
の資質・能力を最大限発揮させるた
めの環境づくりに努めている。

○乳幼児一人一人について、教職員相
互の理解・支援を促進するために、

組織や地域・外部関係者に働き掛け、
学年・園全体として乳幼児を支援す
る機能の充実を図っている。

○他者を尊重しながら、主体的な選

択・決定ができる力を育成する教育
活動を実践している。

○基礎・向上期に身に付けた力を深め

ることに加え、同僚に対する指導・
助言を行っている。

○充実・発展期に身に付けた力に加え、

チーム園として組織的に実践するよ
う努めている。

○保護者等との信頼関係を基盤とした
個に応じた指導・支援に取り組んで

いる。

○基礎・向上期に身に付けた力を深め
るとともに、外部機関と連携し、主

体的・組織的に取り組んでいる。

○充実・発展期に身に付けた力に加え、
同僚への指導・助言を行っている。

・乳幼児の実態把握
・指導の個別化
・合理的配慮の提供
・UD の視点を取り入れた生活環境
・外国につながる乳幼児への対応
・「共生･共育」の理念に基づく教育

など

◯乳幼児の発達等に関
する知識を得ること

や、多様な乳幼児と
接する経験を持つこ
となどを通して、多

様な教育・保育ニー
ズへの対応に関する
理解を深めている。

○特別支援教育の対象となる乳幼児一
人一人に応じた指導計画を作成する

とともに、合理的配慮を踏まえた的
確な指導を行っている。

○特別支援教育に関わる専門性を高め
るとともに、自らの実践を通して、

同僚への指導・助言を行っている。

○乳幼児の社会的自立を目指す特別支
援教育について、組織的に教育・保

育活動の改善を図っている。

◯外国につながる乳幼児の実態や特有
の課題を的確に把握し、必要な支援

を行うとともに、全ての乳幼児が広
い視野を持って異文化を理解し共に
生きていこうとする姿勢を育んでい

る。

◯基礎・向上期に身に付けた力を深め
るとともに、自らの実践を通して、

同僚への指導・助言を行っている。

◯充実・発展期に身に付けた力に加え、
外国につながる乳幼児への指導につ

いて、組織的に教育・保育活動の改
善を図っている。

・コミュニケーション
・ファシリテーション
・心理的安全性の醸成
・協働による課題解決
・人材育成
・危機管理（リスクマネジメント）

など

○組織の一員としての
自覚と責任、自ら進

んで課題を発見し解
決しようとする姿
勢、聴く力や読み解

く力などコミュニケ
ーション力を身に付
けている。

○組織の一員として、園経営計画の実
現に向け、他の教職員と協働して自

らの役割に課せられた責任を果たし
ている。

○園経営計画の実現のための取組を、
ミドルリーダーとして同僚に働き掛

けて協働的に進めている。
○教職員間の信頼に基づき、多様な意
見を尊重して、組織的な園改善を推

進している。

○園運営上の課題を適時・的確に分析
し、その解決のために指導的な立場

で参画している。
○チーム園として協働的な組織体制・
信頼体制の構築を主導的に推進して

いる。

○組織運営について先輩教職員から学
ぶとともに、メンターとして後輩の

よき相談役となっている。

○同僚への指導・助言を行うなど、人
材育成の経験を積むことで、その重

要性を理解している。

○人材育成の重要性を踏まえ自らの経
験・スキルを率先して後進に伝えて

いる。

○危険を予測し、未然に防止するため

の取組を、意識して行動している。

○危険を予測し、未然に防止するため

の取組を、同僚と協働して組織的に
行っている。

○危険を予測し、未然に防止するため

の体制整備を組織的に推進するとと
もに、適切な指導・助言を行ってい
る。

・新しい教育・保育課題への対応
（幼保小の円滑な接続など）
・業務改善
・危機管理（クライシスマネジメント）
・ICT 機器とデジタルツールの利活用

など

○教員の仕事の全体像
を認識し、教育に携

わる者として、社会
の変化や様々な教育
課題等について関心

と知識を持ってい
る。

○様々な教育・保育課題に対応するた
め必要な知識・技能を習得し、実践

するとともに、常に改善意識を持っ
て取り組んでいる。

○様々な教育・保育課題を速やかに把
握し、率先・協働して改善・解決す

るとともに、同僚への指導・助言を
行っている。

○様々な教育・保育課題に対して模範
となる実践を行うとともに、園全体

を見据えて、魅力ある園づくりを推
進している。

○常に安全確保に取り組み、危険を察
知した際の報告・連絡・相談、事故

等への対応、再発防止のための対策
が迅速にできている。

○事故等への適切な対応、事後の検証
と再発防止のための対策が、同僚と

協働して組織的にできている。

○事故等への適切な対応、再発防止の
ための体制整備を組織的に推進する

とともに、適切な指導・助言を行っ
ている。

○ICT 機器や情報・教育
データ、生成 AI の活
用能力が、教員の業

務全般において必要
となる力であるとと
もに、その使用には

リスク管理が必要で
あることを理解して
いる。

○ICT 機器や情報、教育・保育データ、生成 AI を適切に活用し、指導や支援を充実させたり、環境構成の改善を図ったり
している。
○ICT 機器や情報、教育・保育データ、生成 AI を適切に活用し、個人及び園務全体の効率化を図ったり、業務改善を進め

たりしている。

キャリアステージに応じて、実践・省察・改善を繰り返しながら、必要な資質能力を身に付ける

キャリア
ステージ

資 質
能 力

｢静岡県幼稚園等教員育成指標｣市町策定モデル（令和８年改訂）
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〇〇市(町）幼稚園等園長育成指標
～乳幼児と教職員のウェルビーイングの向上を目指した園経営を実現するために～

「未来を切り拓く人材の育成と社会を生き抜く力を育む教育の実現」に向け、園の最高責任者として

変化を恐れない積極性とリーダーシップを発揮し、人権の尊重を土台とした魅力ある園づくりを推進する園長の育成を目指す

資質

能力
項目 具体的行動例

（
分
析
・
企
画
・
検
証
・
改
善
）

園
経
営
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
実
現
す
る
力

教職員、乳幼児、保護者、地域等に共有される園経営のビジョンを効果的に提示し、その実現のために、社会に開かれた教育

課程を編成し、人権の尊重を土台とした魅力ある園づくりにリーダーシップを発揮し取り組んでいる。

情報の収集と課題等の把握

(アセスメント能力）

○園の実態（乳幼児の遊び・生活、保護者・地域からの期待、地域社会の環境等）に関す

る情報を広く収集し、園経営に関する課題等を的確かつ継続的に把握している。

ビジョンの構築と共有 ○人権の尊重、社会動向や国、県、市町の教育施策及び地域の期待や園の実態を踏まえ、

園経営のビジョン（例：グランドデザイン、全体的な計画等）を構築し、カリキュラム・

マネジメントに反映させ、園内外（全ての教職員、乳幼児、保護者及び地域等）と共有

できるように効果的に提示している。

必要な諸資源の把握とその活用 ○教育内容や時間を適切に配分し、地域の教育力をカリキュラムに取り入れた魅力ある教

育・保育活動を計画的に推進している。

○子育て支援やコミュニティ・スクール等を通して、地域、他機関や家庭と渉外・調整を

行い、ファシリテーション能力を発揮して協働体制を構築している。

ビジョンの実現に向けた評価・点検

及び改善

○ビジョンを明確に示し、実現に向かって、目標を具現化し、共有を図っている。園全体

で PDCA サイクルを確立し、教育効果を高めようと努めている。

管
理
運
営
力

乳幼児の実態や地域の特色、個々の教職員の状況の把握に基づく的確な判断により、園務分掌等の組織をチームとして編成

し、園全体の安全・安心を確保しながら、教育・保育活動が計画的・効果的に行われるようにしている。

園運営体制の確立 ○チーム園としての考え方を踏まえ、リーダーとして園業務の改革・改善、外部機関との

連携・外部人材の活用を図る等、教育・保育活動が計画的・効果的に行われる体制を構

築している。

危機管理体制の確立 ○幅広い危機管理の認識の下、法令に基づき、リスクマネジメント及びクライシスマネジ

メントの徹底に努めている。

○乳幼児と教職員が、人権が尊重された安全・安心な環境の中で教育・保育活動に取り組

めるように、情報収集力を高め、現状の分析に基づいて判断し、その後の予測を立てた

上で、関係機関と連携し、適切に決断している。

○「命を守る教育」や危機管理を意識した組織的な活動を推進できるような体制を構築し

ている。

施設管理・事務管理 ○施設・設備の管理、会計処理、事務手続き等、園事務に関して的確に把握するとともに

適切に指導をしている。

教職員の勤務・服務の管理・監督及

び働き方改革の推進

○教職員の勤務状況及び心身の健康状態等を的確に把握し、適切な服務監督と人事管理に

努めるとともに、業務改善を組織的に進めるなどして、働き方改革を推進している。

人
材
育
成
力

教職員と適切にコミュニケーションをとりながら、心理的安全性の高い環境をつくるよう、相互の協力を促し、資質向上を支

援するための体制づくり、環境づくり、人づくりを行っている。

教育・保育活動活性化への体制づく

り

○より質の高い教育・保育活動を実現するために、教職員が意欲的に新たな指導方法等を

学び続けることができる体制を構築している。

ウェルビーイングを実現する職場

環境づくり

○教職員の間に、人権の尊重を意識した、心理的安全性の高い信頼・協働の関係が定着す

るような環境をつくっている。

○働きやすさと働きがいを両立した職場づくりに取り組んでいる。

各教職員に対する理解・支援・育成 ○教職員一人一人の資質能力やキャリア形成等を的確に把握するとともに、それぞれの背

景・個性・考え方を理解した上で、指導・助言をしている。

○教職員のキャリアステージを考慮し、園内での適材適所の人材配置をしている。

｢静岡県幼稚園等園長育成指標｣市町策定モデル（令和８年改訂）
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